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第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番

号 及 び 法 人 番 号 の 有 す る 特 定 の 個 人 及 び 法 人 そ の 他 の 団 体 を 識 別 す る 機 能 を 活 用

し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者

に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報シス

テムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者と

の間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これによ

り、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、

かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益

の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段そ

の他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番

号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有す

る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ８ 号 ）、 独 立 行 政 法 人 等 の 保

有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）及び個人情報の保
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護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の特例を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る 法 律 （ 以 下 「 行 政 機 関 個 人 情 報 保 護 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 行 政

機関をいう。

２ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報

の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 独 立 行 政 法 人 等 個 人 情 報 保 護 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第

１項に規定する独立行政法人等をいう。

３ この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第２条第２項に規

定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法

第２条第２項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人

情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 個 人 情 報 保 護 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 個 人 情 報 で あ っ て 行 政 機 関 及 び 独 立 行 政 法 人 等 以 外 の 者 が 保 有 す る も の を い

う。

４ この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第２条第

６項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人

等個人情報保護法第２条第６項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人

等が保有するもの又は個人情報保護法第２条第４項に規定する個人情報データベー

ス等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

５ この法律において「個人番号」とは、第７条第１項又は第２項の規定により、住

民票コード（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第１３号に規定す

る 住 民 票 コ ー ド を い う 。 以 下 同 じ 。） を 変 換 し て 得 ら れ る 番 号 で あ っ て 、 当 該 住 民

票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

６ この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。

７ この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人

番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの

事 項 そ の 他 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 （ 以 下 「 カ ー ド 記 録 事 項 」 と い う 。） が 電 磁 的 方

法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方

法 を い う 。 第 １ ８ 条 に お い て 同 じ 。） に よ り 記 録 さ れ た カ ー ド で あ っ て 、 こ の 法 律

又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改

変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものと

して総務省令で定める措置が講じられたものをいう。

８ この法律において「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個

人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外

のものを含む。第７条第１項及び第２項、第８条並びに第４８条並びに附則第３条

第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 及 び 第 ５ 項 を 除 き 、 以 下 同 じ 。） を そ の 内 容 に 含 む 個 人 情 報

をいう。

９ この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個

人情報ファイルをいう。
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１０ この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立

行政法人等その他の行政事務を処理する者が第９条第１項又は第２項の規定により

その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理

するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。

１１ この法律において「個人番号関係事務」とは、第９条第３項の規定により個人

番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務を

いう。

１２ この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理

する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

１３ この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理

する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

１４ この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等（行

政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法

人をいう。以下同じ。）及び地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）

並びに第１９条第７号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第８号に規

定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第７章を除き、

以 下 同 じ 。） の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 を 相 互 に 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処

理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法

を用いて行われる第１９条第７号又は第８号の規定による特定個人情報の提供を管

理するために、第２１条第１項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するも

のをいう。

１５ この法律において「法人番号」とは、第３９条第１項又は第２項の規定により、

特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

（基本理念）

第３条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事

項を旨として、行われなければならない。

一 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一

層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設ける

ことによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。

二 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅

速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、

税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。

三 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容

の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。

四 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲

を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保する

こと。

２ 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮
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しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、

社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、

他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の

可能性を考慮して行われなければならない。

３ 個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第１項第１号に掲げる

事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の

簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項

が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の

処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。

４ 個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第１項

第２号及び第３号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報

の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野におい

て、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報

の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図

るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワ

ークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。

（国の責務）

第 ４ 条 国 は 、 前 条 に 定 め る 基 本 理 念 （ 以 下 「基 本 理 念 」 と い う 。）に の っ と り、 個 人 番

号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとと

もに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。

２ 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用

に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

（地方公共団体の責務）

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱い

の適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利

用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じ

た施策を実施するものとする。

（事業者の努力）

第６条 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公

共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるも

のとする。

第２章 個人番号

（指定及び通知）

第 ７ 条 市 町 村 長 （ 特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下同 じ 。） は 、 住 民基 本 台 帳 法 第 ３０ 条 の ３
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第２項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところ

により、速やかに、次条第２項の規定により機構から通知された個人番号とすべき

番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード

（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載され

たカードをいう。以下同じ。）により通知しなければならない。

２ 市 町 村 長 は 、 当 該 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） が 備 え る 住 民 基本 台 帳 に

記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認めら

れるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の

従前の個人番号に代えて、次条第２項の規定により機構から通知された個人番号と

すべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人

番号を通知カードにより通知しなければならない。

３ 市町村長は、前２項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人

番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報

の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

４ 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第２２条第１項の規定によ

る届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しな

ければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、

当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなけれ

ばならない。

５ 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに

係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から１４日以内に、その

旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長（以下「住所地市町

村長」という。）に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。

この場合においては、同項後段の規定を準用する。

６ 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、

その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

７ 通知カードの交付を受けている者は、第１７条第１項の規定による個人番号カー

ドの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところ

により、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

８ 前各項に定めるもののほか、通知カードの様式その他通知カードに関し必要な事

項は、総務省令で定める。

（個人番号とすべき番号の生成）

第８条 市町村長は、前条第１項又は第２項の規定により個人番号を指定するときは、あ

らかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コ

ードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

２ 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められ

たときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理

組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村

長に対し、通知するものとする。
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一 他 の い ず れ の 個 人 番 号 （ 前 条 第 ２ 項 の 従 前 の 個 人 番 号 を 含 む 。） と も 異 な る こ

と。

二 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。

三 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

３ 機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生

成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置する

ものとする。

（利用範囲）

第９条 別表第１の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政

事務を処理する者（法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行

う こ と と さ れ て い る 者 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 者 を 含 む 。 第 ３ 項 に お い て 同

じ 。） は 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 事 務 の 処 理 に 関 し て 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル

において個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を

利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保

障、地方税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１項第４号に規定す

る 地 方 税 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 防 災 に 関 す る 事 務 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 事 務 で

あって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個

人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用するこ

とができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

３ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条若しくは第１９７条第１項、相

続税法（昭和２５年法律第７３号）第５９条第１項、第３項若しくは第４項、厚生

年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条、第２９条第３項若しくは第９

８条第１項、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９条の４の２第２項、

第２９条の２第５項若しくは第６項、第３７条の１１の３第７項、第３７条の１４

第９項、第１７項若しくは第３０項、第７０条の２の２第１３項若しくは第７０条

の２の３第１４項、国税通則法（昭和３７年法律第６６号）第７４条の１３の２、

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２５条から第２２８条の３の２まで、雇

用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条又は内国税の適正な課税の確保を図

るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成９年法律第１１０号）

第４条第１項若しくは第４条の３第１項その他の法令又は条例の規定により、別表

第１の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を

処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第１項又は前項に規定す

る事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の

他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必

要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受

けた者も、同様とする。

４ 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所

得税法第２２５条第１項第１号、第２号及び第４号から第６号までに掲げる者は、
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激甚（じん）災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法

律第１５０号）第２条第１項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ず

る場合として政令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ締

結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用すること

ができる。

５ 前各項に定めるもののほか、第１９条第１２号から第１６号までのいずれかに該

当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために

必要な限度で個人番号を利用することができる。

（再委託）

第１０条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務（以下「個人番号利用事務等」という。）

の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許

諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

２ 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個

人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第２条第１２項及

び第１３項、前条第１項から第３項まで並びに前項の規定を適用する。

（委託先の監督）

第１１条 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番

号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託

を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（個人番号利用事務実施者等の責務）

第１２条 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者（以下「個人番号利用事

務 等 実 施 者 」 と い う 。） は 、 個 人 番 号 の 漏 え い 、 滅 失 又 は 毀 損 の 防 止 そ の 他 の 個 人

番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第１３条 個人番号利用事務実施者は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者

の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された

書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互

に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

（提供の要求）

第１４条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があ

るときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求める

ことができる。

２ 個人番号利用事務実施者（政令で定めるものに限る。第１９条第４号において同

じ 。） は 、 個 人 番 号 利 用 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 が あ る と き は 、 住 民 基 本 台 帳 法

第３０条の９から第３０条の１２までの規定により、機構に対し機構保存本人確認

情報（同法第３０条の９に規定する機構保存本人確認情報をいう。第１９条第４号
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及び第４８条において同じ。）の提供を求めることができる。

（提供の求めの制限）

第１５条 何人も、第１９条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けること

ができる場合を除き、他人（自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第２０

条において同じ。）に対し、個人番号の提供を求めてはならない。

（本人確認の措置）

第１６条 個人番号利用事務等実施者は、第１４条第１項の規定により本人から個人番号

の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード若しくは通知カード

及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するもの

として主務省令で定める書類の提示を受けること又はこれらに代わるべきその者が

本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければなら

ない。

第３章 個人番号カード

（個人番号カードの交付等）

第１７条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に

記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交

付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの

返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置

をとらなければならない。

２ 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第２４条の２第１項に

規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号

カードを市町村長に提出しなければならない。

３ 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カー

ドについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保

するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

４ 第２項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録

事項に変更があったときは、その変更があった日から１４日以内に、その旨を住所

地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。

この場合においては、前項の規定を準用する。

５ 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、

直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

６ 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、

その効力を失う。

７ 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了

した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号
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カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

８ 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの様式、個人番号カードの有効期間

及び個人番号カードの再交付を受けようとする場合における手続その他個人番号カ

ードに関し必要な事項は、総務省令で定める。

（個人番号カードの利用）

第１８条 個人番号カードは、第１６条の規定による本人確認の措置において利用するほ

か、次の各号に掲げる者が、条例（第２号の場合にあっては、政令）で定めるとこ

ろにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、

当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利

用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、

滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとし

て総務大臣が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業

者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

第４章 特定個人情報の提供

第１節 特定個人情報の提供の制限等

（特定個人情報の提供の制限）

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をし

てはならない。

一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本

人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供す

るとき（個人番号利用事務実施者が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第２９条第１項、厚生年金保険法第１００条の２第５項その他の政令で定める法

律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者

の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供

するときに限る。）。

二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特

定個人情報を提供するとき（第１１号に規定する場合を除く。）。

三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号

を含む特定個人情報を提供するとき。

四 機構が第１４条第２項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確

認情報を提供するとき。

五 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による

事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。

六 住民基本台帳法第３０条の６第１項の規定その他政令で定める同法の規定によ
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り特定個人情報を提供するとき。

七 別表第２の第１欄に掲げる者（法令の規定により同表の第２欄に掲げる事務の

全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。

以 下 「 情 報 照 会 者 」 と い う 。） が 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 表 の 第 ３ 欄 に

掲げる者（法令の規定により同表の第４欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供

に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、

そ の 者 を 含 む 。 以 下 「 情 報 提 供 者 」 と い う 。） に 対 し 、 同 表 の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事

務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保

有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た も の に 限 る 。） の 提 供 を 求 め た 場 合 に

おいて、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個

人情報を提供するとき。

八 条例事務関係情報照会者（第９条第２項の規定に基づき条例で定める事務のう

ち別表第２の第２欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けるこ

とによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを

処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で

定 め る も の を い う 。 第 ２ ６ 条 に お い て 同 じ 。） が 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

条例事務関係情報提供者（当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定

め る 個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者 を い う 。 以 下 こ の 号 及 び 同 条 に お い て 同 じ 。） に 対

し、当該事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報であっ

て当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの（条例事務関係

情 報 提 供 者 の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た も の に 限 る 。） の 提 供

を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシ

ステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

九 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町

村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第４

６条第４項若しくは第５項、第４８条第７項、第７２条の５８、第３１７条又は

第３２５条の規定その他政令で定める同法又は国税（国税通則法第２条第１号に

規 定 す る 国 税 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 関 す る 法 律 の 規 定 に よ り 国 税 又 は 地 方 税 に

関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保す

るために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の

機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。

十一 社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）第２条第５項

に 規 定 す る 振 替 機 関 等 （ 以 下 こ の 号 に お い て 単 に 「 振 替 機 関 等 」 と い う 。） が 同

条 第 １ 項 に 規 定 す る 社 債 等 （ 以 下 こ の 号 に お い て 単 に 「 社 債 等 」 と い う 。） の 発

行 者 （ こ れ に 準 ず る 者 と し て 政 令 で 定 め る も の を 含 む 。） 又 は 他 の 振 替 機 関 等 に

対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子

情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用

して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座

の開設を受ける者が第９条第３項に規定する書面（所得税法第２２５条第１項（第
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１ 号 、 第 ２ 号 、 第 ８ 号 又 は 第 １ ０ 号 か ら 第 １ ２ 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規

定 に よ り 税 務 署 長 に 提 出 さ れ る も の に 限 る 。） に 記 載 さ れ る べ き 個 人 番 号 と し て

当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供す

る場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政

令で定める措置を講じているとき。

十二 第３５条第１項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会

（以下「委員会」という。）に提供するとき。

十三 第３８条の７第１項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供

するとき。

十四 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法（昭和２２

年法律第７９号）第１０４条第１項（同法第５４条の４第１項において準用する

場 合 を 含 む 。） 若 し く は 議 院 に お け る 証 人 の 宣 誓 及 び 証 言 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

２２年法律第２２５号）第１条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続そ

の他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の

規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査（第３６条において「各議院

審 査 等 」 と い う 。） が 行 わ れ る と き 、 そ の 他 政 令 で 定 め る 公 益 上 の 必 要 が あ る と

き。

十五 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同

意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

十六 その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。

（収集等の制限）

第２０条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報（他人の個

人番号を含むものに限る。）を収集し、又は保管してはならない。

第２節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供

（情報提供ネットワークシステム）

第２１条 総務大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及

び管理するものとする。

２ 総務大臣は、情報照会者から第１９条第７号の規定により特定個人情報の提供の

求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提

供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求

めがあった旨を通知しなければならない。

一 情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理する

ために必要な特定個人情報の項目が別表第２に掲げるものに該当しないとき。

二 当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報

ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人

情 報 フ ァ イ ル に つ い て 、 第 ２ ８ 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ５ 項 を 除 く 。） の 規 定 に 違 反 す
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る事実があったと認めるとき。

（特定個人情報の提供）

第２２条 情報提供者は、第１９条第７号の規定により特定個人情報の提供を求められた

場合において、当該提供の求めについて前条第２項の規定による総務大臣からの通

知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人

情報を提供しなければならない。

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定に

より当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられている

ときは、当該書面の提出があったものとみなす。

（情報提供等の記録）

第２３条 情報照会者及び情報提供者は、第１９条第７号の規定により特定個人情報の提

供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステ

ムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期

間保存しなければならない。

一 情報照会者及び情報提供者の名称

二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時

三 特定個人情報の項目

四 前３号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

２ 前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の

提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情

報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、

当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

一 第３１条第１項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第１

４条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

二 条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務

を負わない個人情報に該当すると認めるとき。

三 第３１条第３項の規定により読み替えて適用する独立行政法人等個人情報保護

法第１４条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

四 第３１条第４項の規定により読み替えて準用する独立行政法人等個人情報保護

法第１４条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

３ 総務大臣は、第１９条第７号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供が

あったときは、前２項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、

当該記録を第１項に規定する期間保存しなければならない。

（秘密の管理）

第２４条 総務大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務（第１９条第７

号の規定による特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この

条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。） に 関 す る 秘 密 に つ い て 、 そ の 漏 え い の 防 止 そ の 他 の 適
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切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供

者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその

他の必要な措置を講じなければならない。

（秘密保持義務）

第２５条 情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事

する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を

漏らし、又は盗用してはならない。

（第１９条第８号の規定による特定個人情報の提供）

第 ２ ６ 条 第 ２ １ 条 （ 第 １ 項 を 除 く 。） か ら 前 条ま で の 規 定 は 、第 １ ９ 条 第 ８ 号の 規 定 に

よる条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情

報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第２１

条第２項第１号中「別表第２に掲げる」とあるのは「第１９条第８号の個人情報保

護委員会規則で定める」と、第２２条第１項中「ならない」とあるのは「ならない。

ただし、第１９条第８号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が

条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委

員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら か じ め そ の 旨 を 委 員 会 に 申 し 出 た 場 合 に お い

て、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含

まれないときは、この限りでない」と、同条第２項中「法令」とあるのは「条例」

と、第２４条中「情報提供等事務（第１９条第７号」とあるのは「条例事務関係情

報 提 供 等 事 務 （ 第 １ ９ 条 第 ８ 号 」 と 、「 情報 提 供 等 事 務 に 」 と あ る の は 「 条 例 事 務

関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係

情報提供等事務」と読み替えるものとする。

第５章 特定個人情報の保護

第１節 特定個人情報保護評価等

（特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針）

第２７条 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイ

ルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価（特定個人情報の漏えいその他

の 事 態 の 発 生 の 危 険 性 及 び 影 響 に 関 す る 評 価 を い う 。） を 自 ら 実 施 し 、 こ れ ら の 事

態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置

を 定 め た 指 針 （ 次 項 及 び 次 条 第 ３ 項 に お い て 単 に 「 指 針 」 と い う 。） を 作 成 し 、 公

表するものとする。

２ 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なく

とも３年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変

更するものとする。
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（特定個人情報保護評価）

第２８条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行政機関の長等の職員又

は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の

個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 保 有

しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面（以

下 こ の 条 に お い て 「 評 価 書 」 と い う 。） を公 示 し 、 広 く 国 民 の 意 見 を 求 め る も の と

する。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要

な変更を加えようとするときも、同様とする。

一 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数

二 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量

三 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況

四 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要

五 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及

び電子計算機処理等（電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情報の入

力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理

を い う 。） そ の 他 こ れ に 伴 う 政 令 で 定 め る 措 置 を い う 。 第 ３ ８ 条 の ３ に お い て 同

じ。）の方式

六 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置

七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

２ 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必

要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱い

について委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、

個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

３ 委員会は、評価書の内容、第３５条第１項の規定により得た情報その他の情報か

ら判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合

していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

４ 行政機関の長等は、第２項の規定により評価書について承認を受けたときは、速

やかに当該評価書を公表するものとする。

５ 前項の規定により評価書が公表されたときは、第３０条第１項の規定により読み

替えて適用する行政機関個人情報保護法第１０条第１項の規定による通知があった

ものとみなす。

６ 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録さ

れた情報を第１９条第７号若しくは第８号の規定により提供し、又は当該特定個人

情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはな

らない。

（特定個人情報ファイルの作成の制限）

第２９条 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第１９
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条第１２号から第１６号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はそ

の提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必

要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

（研修の実施）

第２９条の２ 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとす

るときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定

めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバー

セキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）第２条

に 規 定 す る サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ を い う 。 第 ３ ２ 条 の ２ に お い て 同 じ 。） の 確 保 に

関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。

（委員会による検査等）

第２９条の３ 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファ

イルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受ける

ものとする。

２ 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人

情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとす

る。

（特定個人情報の漏えい等に関する報告）

第２９条の４ 個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところに

より、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人

情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。

第２節 行政機関個人情報保護法等の特例等

（行政機関個人情報保護法等の特例）

第３０条 行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報（第２３条（第２６条

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た も の を 除 く 。） に 関

しては、行政機関個人情報保護法第８条第２項第２号から第４号まで及び第２５条

の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用について

は、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読 み 替 え られ る 読み替えられる字句 読み替える字句
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行 政 機 関 個人 情
報保護法の規定
第８条第１項 法令に基づく場合を除き、利用目的

利用目的
自 ら 利 用 し、 又 自ら利用してはならない
は 提 供 し ては な
らない
第８条第２項 自 ら 利 用 し 、 又 は 提 供 す 自ら利用する

る
第 ８ 条 第 ２項 第 本 人 の 同 意 が あ る と き 、 人の生命、身体又は財産の保護のために必
１号 又は本人に提供するとき 要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であると
き

第 １ ０ 条 第１ 項 総務大臣 個人情報保護委員会
及び第３項
第１２条第２項 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理

人の法定代理人 人又は本人の委任による代理人（以下「代
理人」と総称する。）

第 １ ３ 条 第 ２ 法定代理人 代理人
項 、 第 ２ ８条 第
２ 項 及 び 第３ ７
条第２項
第 １ ４ 条 第 １ 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 代理人
号 、 第 ２ ７条 第 人の法定代理人
２ 項 及 び 第３ ６
条第２項
第２６条第２項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合におい

て、行政機関の長は、経済的困難その他特
別の理由があると認めるときは、政令で定
めるところにより、当該手数料を減額し、
又は免除することができる

第 ３ ６ 条 第１ 項 又 は 第 ８ 条 第 １ 項 及 び 第 行政手続における特定の個人を識別するた
第１号 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し て 利 めの番号の利用等に関する法律（平成２５

用されているとき 年法律第２７号）第３０条第１項の規定に
より読み替えて適用する第８条第１項及び
第２項（第１号に係る部分に限る。）の規
定に違反して利用されているとき、同法第
２０条の規定に違反して収集され、若しく
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は保管されているとき、又は同法第２９条
の規定に違反して作成された特定個人情報
ファイル（同法第２条第９項に規定する特
定個人情報ファイルをいう。）に記録され
ているとき

第 ３ ６ 条 第１ 項 第８条第１項及び第２項 行政手続における特定の個人を識別するた
第２号 めの番号の利用等に関する法律第１９条

２ 独立行政法人等が保有する特定個人情報（第２３条第１項及び第２項（これらの

規 定 を 第 ２ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） に 規 定 す る 記 録 に 記 録

さ れ た も の を 除 く 。） に 関 し て は 、 独 立 行 政 法 人 等 個 人 情 報 保 護 法 第 ９ 条 第 ２ 項 第

２号から第４号まで及び第２５条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個

人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等

個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす

る。

読 み 替 え られ る 読み替えられる字句 読み替える字句
独 立 行 政 法人 等
個 人 情 報 保護 法
の規定
第９条第１項 法令に基づく場合を除き 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５
年法律第２７号）第９条第４項の規定に基
づく場合を除き

自 ら 利 用 し、 又 自ら利用してはならない
は 提 供 し ては な
らない
第９条第２項 自 ら 利 用 し 、 又 は 提 供 す 自ら利用する

る
第 ９ 条 第 ２項 第 本 人 の 同 意 が あ る と き 、 人の生命、身体又は財産の保護のために必
１号 又は本人に提供するとき 要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であると
き

第１２条第２項 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理
人の法定代理人 人又は本人の委任による代理人（以下「代

理人」と総称する。）
第 １ ３ 条 第 ２ 法定代理人 代理人
項 、 第 ２ ８条 第
２ 項 及 び 第３ ７
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条第２項
第 １ ４ 条 第 １ 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 代理人
号 、 第 ２ ７条 第 人の法定代理人
２ 項 及 び 第３ ６
条第２項
第２６条第２項 定める 定める。この場合において、独立行政法人

等は、経済的困難その他特別の理由がある
と認めるときは、行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律第３０条第１項の規定により読み替
えて適用する行政機関個人情報保護法第２
６条第２項の規定の例により、当該手数料
を減額し、又は免除することができる

第 ３ ６ 条 第１ 項 又 は 第 ９ 条 第 １ 項 及 び 第 行政手続における特定の個人を識別するた
第１号 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し て 利 めの番号の利用等に関する法律第３０条第

用されているとき ２項の規定により読み替えて適用する第９
条第１項及び第２項（第１号に係る部分に
限る。）の規定に違反して利用されている
とき、同法第２０条の規定に違反して収集
され、若しくは保管されているとき、又は
同法第２９条の規定に違反して作成された
特定個人情報ファイル（同法第２条第９項
に規定する特定個人情報ファイルをいう。）
に記録されているとき

第 ３ ６ 条 第１ 項 第９条第１項及び第２項 行政手続における特定の個人を識別するた
第２号 めの番号の利用等に関する法律第１９条

３ 個人情報保護法第２条第５項に規定する個人情報取扱事業者が保有し、又は保有

しようとする特定個人情報（第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録され

た も の を 除 く 。） に関 し て は 、 個 人 情 報 保 護 法 第 １ ６ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 、

第１７条第２項並びに第２３条から第２６条までの規定は適用しないものとし、個

人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読 み 替 え ら れ る 個 人 情 読み替えられる字句 読み替える字句
報保護法の規定
第１６条第１項 あ ら か じ め 本 人 の 同 意 前条

を得ないで、前条
第１６条第２項 あ ら か じ め 本 人 の 同 意 承継前
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を得ないで、承継前
第１６条第３項第１号 法令に基づく場合 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別

す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法
律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） 第 ９
条第４項の規定に基づく場合

第１６条第３項第２号 本人 本人の同意があり、又は本人
第３０条第３項 第 ２ ３ 条 第 １ 項 又 は 第 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別

２４条 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法
律第１９条

（情報提供等の記録についての特例）

第３１条 行政機関が保有し、又は保有しようとする第２３条第１項及び第２項に規定す

る記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第８条第２

項から第４項まで、第９条、第２１条、第２２条、第２５条、第３３条、第３４条

及び第４章第３節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規

定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読 み 替 え ら れ 読 み 替 え ら れ る 字 読み替える字句
る 行 政 機 関 個 句
人 情 報 保 護 法
の規定
第８条第１項 法 令 に 基 づ く 場 合 利用目的

を除き、利用目的
自 ら 利 用 し 、 自 ら 利 用 し て は な
又 は 提 供 し て らない
はならない
第 １ ０ 条 第 １ 総務大臣 個人情報保護委員会
項及び第３項
第 １ ２ 条 第 ２ 未 成 年 者 又 は 成 年 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は
項 被 後 見 人 の 法 定 代 本人の委任による代理人（以下「代理人」と総称

理人 する。）
第 １ ３ 条 第 ２ 法定代理人 代理人
項 及 び 第 ２ ８
条第２項
第 １ ４ 条 第 １ 未 成 年 者 又 は 成 年 代理人
号 及 び 第 ２ ７ 被 後 見 人 の 法 定 代
条第２項 理人
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第 ２ ６ 条 第 ２ 配 慮 し な け れ ば な 配慮しなければならない。この場合において、行
項 らない 政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があ

ると認めるときは、政令で定めるところにより、
当該手数料を減額し、又は免除することができる

第３５条 当 該 保 有 個 人 情 報 総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別
の提供先 するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第１９条第７号に規定する情報
照会者若しくは情報提供者又は同条第８号に規定
する条例事務関係情報照会者（当該訂正に係る同
法第２３条第１項及び第２項（これらの規定を同
法第２６条において準用する場合を含む。）に規
定する記録に記録された者であって、当該行政機
関の長以外のものに限る。）

２ 総務省が保有し、又は保有しようとする第２３条第３項（第２６条において準用

す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 特 定 個 人 情 報 に 関 し て は 、 行 政 機

関個人情報保護法第８条第２項から第４項まで、第９条、第２１条、第２２条、第

２５条、第３３条、第３４条及び第４章第３節の規定は適用しないものとし、行政

機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関

個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす

る。

読 み 替 え ら れ 読 み 替 え ら れ る 字 読み替える字句
る 行 政 機 関 個 句
人 情 報 保 護 法
の規定
第８条第１項 法 令 に 基 づ く 場 合 利用目的

を除き、利用目的
自 ら 利 用 し 、 自 ら 利 用 し て は な
又 は 提 供 し て らない
はならない
第 １ ０ 条 第 １ 総務大臣 個人情報保護委員会
項及び第３項
第 １ ２ 条 第 ２ 未 成 年 者 又 は 成 年 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は
項 被 後 見 人 の 法 定 代 本人の委任による代理人（以下「代理人」と総称

理人 する。）
第 １ ３ 条 第 ２ 法定代理人 代理人
項 及 び 第 ２ ８
条第２項
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第 １ ４ 条 第 １ 未 成 年 者 又 は 成 年 代理人
号 及 び 第 ２ ７ 被 後 見 人 の 法 定 代
条第２項 理人
第 ２ ６ 条 第 ２ 配 慮 し な け れ ば な 配慮しなければならない。この場合において、行
項 らない 政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があ

ると認めるときは、政令で定めるところにより、
当該手数料を減額し、又は免除することができる

第３５条 当 該 保 有 個 人 情 報 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識
の提供先 別するための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）第２３条第３項（同法第２６
条において準用する場合を含む。）に規定する記
録に記録された同法第１９条第７号に規定する情
報照会者及び情報提供者又は同条第８号に規定す
る条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報
提供者

３ 独立行政法人等が保有する第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録され

た特定個人情報に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第９条第２項から第４

項まで、第１０条、第２１条、第２２条、第２５条、第３３条、第３４条及び第４

章第３節の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定

の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる独 読 み 替 え ら れ る 字 読み替える字句
立行政法人等個人 句
情報保護法の規定
第９条第１項 法 令 に 基 づ く 場 合 利用目的

を除き、利用目的
自ら利用し、又は 自 ら 利 用 し て は な
提供してはならな らない
い
第１２条第２項 未 成 年 者 又 は 成 年 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人

被 後 見 人 の 法 定 代 又は本人の委任による代理人（以下「代理人」
理人 と総称する。）

第１３条第２項及 法定代理人 代理人
び第２８条第２項
第１４条第１号及 未 成 年 者 又 は 成 年 代理人
び第２７条第２項 被 後 見 人 の 法 定 代

理人
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第２６条第２項 定める 定 め る 。 こ の 場 合 に お い て 、 独 立 行 政 法 人 等
は 、 経 済 的 困 難 そ の 他 特 別 の 理 由 が あ る と 認
め る と き は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を
識別するための番号の利用等に関する法律（平
成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） 第 ３ １ 条 第 １ 項 の 規
定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 行 政 機 関 個 人 情
報 保 護 法 第 ２ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 例 に よ り 、
当 該 手 数 料 を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で
きる

第３５条 当 該 保 有 個 人 情 報 総 務 大 臣 及 び 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を
の提供先 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第

１ ９ 条 第 ７ 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は
情 報 提 供 者 又 は 同 条 第 ８ 号 に 規 定 す る 条 例 事
務 関 係 情 報 照 会 者 （ 当 該 訂 正 に 係 る 同 法 第 ２
３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法
第２６条において準用する場合を含む。）に規
定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 者 で あ っ て 、 当 該 独
立行政法人等以外のものに限る。）

４ 独立行政法人等個人情報保護法第３条、第５条から第９条第１項まで、第１２条

から第２０条まで、第２３条、第２４条、第２６条から第３２条まで、第３５条及

び第４６条第１項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独

立行政法人以外の者が保有する第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録さ

れた特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独

立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる独 読 み 替 え ら れ る 字 読み替える字句
立行政法人等個人 句
情報保護法の規定
第９条第１項 法 令 に 基 づ く 場 合 利用目的

を除き、利用目的
自ら利用し、又は 自 ら 利 用 し て は な
提供してはならな らない
い
第１２条第２項 未 成 年 者 又 は 成 年 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人

被 後 見 人 の 法 定 代 又は本人の委任による代理人（以下「代理人」
理人 と総称する。）

第１３条第２項及 法定代理人 代理人
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び第２８条第２項
第１４条第１号及 未 成 年 者 又 は 成 年 代理人
び第２７条第２項 被 後 見 人 の 法 定 代

理人
第２３条第１項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第２６条第１項 開 示 請 求 を す る 者 開 示 請 求 を 受 け た 者 は 、 行 政 手 続 に お け る 特

は 、 独 立 行 政 法 人 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関
等 の 定 め る と こ ろ す る 法 律 第 ２ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ こ れ ら
に よ り 、 手 数 料 を の 規 定 を 同 法 第 ２ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合
納 め な け れ ば な ら を含む。第３５条において同じ。）に規定する
ない 記 録 の 開 示 を 請 求 さ れ た と き は 、 当 該 開 示 の

実施に関し、手数料を徴収することができる
第３５条 当 該 保 有 個 人 情 報 総 務 大 臣 及 び 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を

の提供先 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第
１ ９ 条 第 ７ 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は
情 報 提 供 者 又 は 同 条 第 ８ 号 に 規 定 す る 条 例 事
務 関 係 情 報 照 会 者 （ 当 該 訂 正 に 係 る 同 法 第 ２
３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 記 録 に 記 録
さ れ た 者 で あ っ て 、 当 該 開 示 請 求 を 受 け た 者
以外のものに限る。）

（地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護）

第３２条 地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、

個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人

情報保護法第２条第５項に規定する個人情報取扱事業者が講ずることとされている

措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保

有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその

設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、

消去及び提供の停止（第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特定

個人情報にあっては、その開示及び訂正）を実施するために必要な措置を講ずるも

のとする。

（特定個人情報の保護を図るための連携協力）

第３２条の２ 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保

に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等に

より相互に連携を図りながら協力するものとする。

第６章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
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（指導及び助言）

第３３条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者

に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。

この場合において、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法

人における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるとき

は、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱い

に関し、併せて指導及び助言をすることができる。

（勧告及び命令）

第３４条 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われ

た場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認める

ときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他

違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

２ 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措

置をとるべきことを命ずることができる。

３ 委員会は、前２項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規

定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実が

あるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対

し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を

とるべき旨を命ずることができる。

（報告及び立入検査）

第３５条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者

その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の

提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事

務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若し

くは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。

（適用除外）

第３６条 前３条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第１９条第１４号の政令で

定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場

合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱

いについては、適用しない。
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（措置の要求）

第３７条 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネッ

トワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減そ

の 他 の 合 理 化 及 び 効 率 化 を 図 っ た 上 で そ の 機 能 の 安 全 性 及 び 信 頼 性 を 確 保 す る よ

う、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求める

ことができる。

２ 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政

機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

（内閣総理大臣に対する意見の申出）

第３８条 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個

人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

第６章の２ 機構処理事務の実施に関する措置

（機構処理事務管理規程）

第３８条の２ 機構は、この法律の規定により機構が処理する事務（以下「機構処理事務」

と い う 。） の 実 施 に 関 し 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 に つ い て 機 構 処 理 事 務 管 理 規 程 を 定

め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同

様とする。

２ 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務

の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更

すべきことを命ずることができる。

（機構処理事務特定個人情報等の安全確保）

第３８条の３ 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で

定 め る 情 報 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 機 構 処 理 事 務 特 定 個 人 情 報 等 」 と い う 。） の 電

子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な

措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託

（ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を受 け た 者 が 受 託 し た 業 務 を 行 う 場 合 に つ

いて準用する。

（帳簿の備付け）

第３８条の４ 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総

務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

（報告書の公表）
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第３８条の５ 機構は、毎年少なくとも１回、機構処理事務の実施の状況について、総務

省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

（監督命令）

第３８条の６ 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認め

るときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることが

できる。

（報告及び立入検査）

第３８条の７ 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認め

るときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資

料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実

施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る。

２ 第３５条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による立入検査について準用す

る。

第７章 法人番号

（通知等）

第３９条 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等（国の機関、地方公共団体

及び会社法（平成１７年法律第８６号）その他の法令の規定により設立の登記をし

た法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若

しくは管理人の定めがあるもの（以下この条において「人格のない社団等」という。）

であって、所得税法第２３０条、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第１４８条、

第１４９条若しくは第１５０条又は消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第５７

条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次

項 に お い て 同 じ 。） に 対 し て 、 法 人 番 号 を 指 定 し 、 こ れ を 当 該 法 人 等 に 通 知 す る も

のとする。

２ 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定

めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その

他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることがで

きる。

３ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき（こ

の 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 事 項 に 変 更 が あ っ た 場 合 を 含 む 。） は、 政 令 で 定 め る

ところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

４ 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第１項又は第２項の規定により法人

番 号 の 指 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 法 人 番 号 保 有 者 」 と い う 。） の 商 号 又 は 名 称 、 本 店

又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のな
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い社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければなら

ない。

（情報の提供の求め）

第４０条 行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等（以下この章において

「 行 政 機 関 の 長 等 」 と い う 。） は 、 他 の 行 政 機 関 の 長 等 に 対 し 、 特 定 法 人 情 報 （ 法

人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをい

う 。 第 ４ ２ 条 に お い て 同 じ 。） の 提 供 を 求 め る と き は 、 当 該 法 人 番 号 を 当 該 他 の 行

政機関の長等に通知してするものとする。

２ 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又

は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。

（資料の提供）

第４１条 国税庁長官は、第３９条第１項の規定による法人番号の指定を行うために必要

があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）

第 ７ 条 （ 他 の 法 令 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 会 社 法 人 等 番 号 （ 会

社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所

在 地 を 管 轄 す る 登 記 所 に お い て 作 成 さ れ る 登 記 簿 に 記 録 さ れ た も の に 限 る 。） そ の

他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

２ 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第３９条第１項若しくは第２項の規定

による法人番号の指定若しくは通知又は同条第４項の規定による公表を行うために

必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本

店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

（正確性の確保）

第４２条 行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達

成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

第８章 雑則

（指定都市の特例）

第４３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指

定 都 市 （ 次 項 に お い て 単 に 「 指 定 都 市 」 と い う 。） に 対 す る こ の 法 律 の 規 定 で 政 令

で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長と

みなす。

２ 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、

政令で特別の定めをすることができる。

（事務の区分）
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第４４条 第７条第１項及び第２項、第８条第１項（附則第３条第４項において準用する

場 合 を 含 む 。）、 第 １ ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 （ 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。） 並 び に 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ り 市 町 村 が 処 理 す る こ

ととされている事務は、地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託

事務とする。

（権限又は事務の委任）

第４５条 行政機関の長は、政令（内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっ

ては、当該機関の命令）で定めるところにより、第２章、第４章、第５章及び前章

に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

（主務省令）

第４６条 この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。

（政令への委任）

第４７条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の

施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第９章 罰則

第４８条 個人番号利用事務等又は第７条第１項若しくは第２項の規定による個人番号の

指定若しくは通知、第８条第２項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しく

は通知若しくは第１４条第２項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する

事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関し

て取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル（その全

部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 含 む 。） を 提 供 し た と

きは、４年以下の懲役若しくは２００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第４９条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、３年以下の懲役若しく

は１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第 ５ ０ 条 第 ２ ５ 条 （ 第 ２ ６ 条 に お い て 準 用 する 場 合 を 含 む 。） の規 定 に 違 反 して 秘 密 を

漏らし、又は盗用した者は、３年以下の懲役若しくは１５０万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

第５１条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃

取、施設への侵入、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平

成 １ １ 年 法 律 第 １ ２ ８ 号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 不 正 ア ク セ ス 行 為 を い う 。） そ
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の他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、

３年以下の懲役又は１５０万円以下の罰金に処する。

２ 前項の規定は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用を妨げない。

第５２条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しく

は地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の

用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図

画又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 を い う 。） を 収 集 し た と き は 、 ２ 年 以 下 の 懲 役 又

は１００万円以下の罰金に処する。

第５３条 第３４条第２項又は第３項の規定による命令に違反した者は、２年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。

第５４条 第３５条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の

報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、１

年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

第５５条 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者

は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

第５５条の２ 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又

は職員は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第３８条の４の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿

に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第３８条の７第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚

偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。

第５６条 第４８条から第５２条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯し

た者にも適用する。

第５７条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この

項 に お い て 同 じ 。） の 代 表 者 若 し く は 管 理 人 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第４８条、第４９条、第５１

条又は第５３条から第５５条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理
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人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑

者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第１章、第２４条、第６５条及び第６６条並びに次条並びに附則第５条及び第

６条の規定 公布の日

二 第２５条、第６章第１節、第５４条、第６章第３節、第６９条、第７２条及び

第 ７ ６ 条 （ 第 ６ ９ 条 及 び 第 ７ ２ 条 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 附 則 第 ４ 条 の 規 定

平成２６年１月１日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日

三 第２６条、第２７条、第２９条第１項（行政機関個人情報保護法第１０条第１

項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 を 読 み 替 え て 適 用 す る 部 分 に 限 る 。）、 第 ３ １ 条 、 第 ６ 章 第

２ 節 （ 第 ５ ４ 条 を 除 く 。）、 第 ７ ３ 条 、 第 ７ ４ 条 及 び 第 ７ ７ 条 （ 第 ７ ３ 条 及 び 第

７ ４ 条 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て １ 年 ６ 月 を 超 え な い

範囲内において政令で定める日

四 第９条から第１１条まで、第１３条、第１４条、第１６条、第３章、第２９条

第１項（行政機関個人情報保護法第１０条第１項及び第３項の規定を読み替えて

適 用 す る 部 分 を 除 く 。） か ら 第 ３ 項 ま で 、 第 ３ ０ 条 第 １ 項 （ 行 政 機 関 個 人 情 報 保

護 法 第 １ ０ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 を 読 み 替 え て 適 用 す る 部 分 に 限 る 。） 及 び

第２項（行政機関個人情報保護法第１０条第１項及び第３項の規定を読み替えて

適 用 す る 部 分 に 限 る 。）、 第 ６ ３ 条 （ 第 １ ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 （ 同 条 第 ４ 項 に

お いて 準 用す る場 合を 含む 。）に 係る部 分に限 る 。）、第７ ５条（ 個人番 号カ ード

に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 第 ７ ７ 条 （ 第 ７ ５ 条 （ 個 人 番 号 カ ー ド に 係 る 部 分 に

限 る 。） に 係 る 部 分 に 限 る 。） 並 び に 別 表 第 １ の 規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て ３

年６月を超えない範囲内において政令で定める日

五 第１９条第７号、第２１条から第２３条まで並びに第３０条第１項（行政機関

個人情報保護法第１０条第１項及び第３項の規定を読み替えて適用する部分を除

く 。） 及 び 第 ２ 項 （ 行 政 機 関 個 人 情 報 保 護 法 第 １ ０ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 を

読 み 替 え て 適 用 す る 部 分 を 除 く 。） か ら 第 ４ 項 ま で 並 び に 別 表 第 ２ の 規 定 公 布

の日から起算して４年を超えない範囲内において政令で定める日

（準備行為）

第２条 行政機関の長等は、この法律（前条各号に掲げる規定については、当該各規定。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 施 行 の 日 前 に お い て も 、 こ の 法 律 の 実 施 の た め に 必

要な準備行為をすることができる。
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（個人番号の指定及び通知に関する経過措置）

第３条 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日（次項において「施

行 日 」 と い う 。） にお い て 現 に 当 該 市 町 村 の 備 え る 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る

者について、第４項において準用する第８条第２項の規定により機構から通知され

た個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個

人番号を通知カードにより通知しなければならない。

２ 市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日に

いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基

本台帳法第３０条の３第１項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したと

きは、政令で定めるところにより、第４項において準用する第８条第２項の規定に

より機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、

その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

３ 市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１３３号）

の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第４条

の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、

次項において準用する第８条第２項の規定により機構から通知された個人番号とす

べき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カ

ードにより通知しなければならない。

４ 第７条第３項及び第８条の規定は、前３項の場合について準用する。

５ 第１項から第３項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項におい

て準用する第８条第２項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に

関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務

に 関 し て 取 り 扱 っ た 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル

（ そ の 全 部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 含 む 。） を 提

供したときは、４年以下の懲役若しくは２００万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。

６ 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、３年以下の懲役若しくは

１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

７ 前２項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

（日本年金機構に係る経過措置）

第３条の２ 日本年金機構は、第９条第１項の規定にかかわらず、附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日から平成２９年５月３１日までの間において政令で定める日ま

での間においては、個人番号を利用して別表第１の下欄に掲げる事務の処理を行う

ことができない。

２ 日本年金機構は、第１９条第７号及び第８号の規定にかかわらず、附則第１条第

５号に掲げる規定の施行の日から平成２９年１１月３０日までの間において政令で

定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報
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提供者に該当しないものとする。

（委員会に関する経過措置）

第４条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から起算して１年を経過する日（以下

こ の 条 に お い て 「 経 過 日 」 と い う 。） の 前 日 ま で の 間 に お け る 第 ４ ０ 条 第 １ 項 、 第

２項及び第４項並びに第４５条第２項の規定の適用については、第４０条第１項中

「６人」とあるのは「２人」と、同条第２項中「３人」とあるのは「１人」と、同

条 第 ４ 項 中 「 委 員 に は 」 と あ る の は 「 委 員 は 」 と 、「 が 含 ま れ る も の と す る 」 と あ

るのは「のうちから任命するものとする」と、第４５条第２項中「３人以上」とあ

るのは「２人」とし、経過日以後経過日から起算して１年を経過する日の前日まで

の間における第４０条第１項及び第２項並びに第４５条第２項の規定の適用につい

ては、第４０条第１項中「６人」とあるのは「４人」と、同条第２項中「３人」と

あるのは「２人」と、第４５条第２項中「３人以上」とあるのは「２人以上」とす

る。

（政令への委任）

第５条 附則第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。

（検討等）

第６条 政府は、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、

個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供

の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワー

クシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つ

つ、所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、第１４条第１項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当

該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができ

る措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

３ 政府は、この法律の施行後１年を目途として、情報提供等記録開示システム（総

務大臣の使用に係る電子計算機と第２３条第３項に規定する記録に記録された特定

個人情報について総務大臣に対して第３０条第２項の規定により読み替えられた行

政機関個人情報保護法第１２条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示

の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第１８条の

規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び

次 項 に お い て 同 じ 。） を 設 置 す る と と も に 、 年 齢 、 身 体 的 な 条 件 そ の 他 の 情 報 提 供

等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るため

に必要な措置を講ずるものとする。
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４ 政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を

図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを

利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現

に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者

が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は

行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。

一 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続（前項に規定するもの

を除く。）

二 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希

望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。

三 同一の事項が記載された複数の書面を１又は複数の個人番号利用事務実施者に

提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、

これらの書面があらかじめ選択された１又は複数の個人番号利用事務実施者に対

し１の手続により提出されること。

５ 政府は、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みそ

の 他 こ れ に 準 ず る も の を い う 。） の 施 策 の 導 入 を 検 討 す る 場 合 に は 、 当 該 施 策 に 関

する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関す

る情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために

必要な体制の整備を検討するものとする。

６ 政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性

の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地

方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進に

ついて必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。

附則 （平成２４年８月２２日法律第６７号） 抄

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第２５条及び第７３条の規定 公布の日

附則 （平成２４年１１月２６日法律第１０２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１条第２

号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一 次条並びに附則第３条及び第２３条の規定 公布の日

附則 （平成２５年５月３１日法律第２８号） 抄

こ の 法 律 は 、 番 号 利 用 法 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、
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当該各号に定める日から施行する。

一 第３３条から第４２条まで、第４４条（内閣府設置法第４条第３項第４１号の次に

１号を加える改正規定に限る。）及び第５０条の規定 公布の日

附則 （平成２５年６月２１日法律第５４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

一～三 略

四 附則第２０条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の公布の日又は第１号に掲げる規

定の施行の日のいずれか遅い日

附則 （平成２５年６月２６日法律第６３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第４条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第２０条及び第６４条の改正

規定、第５条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第１９条第２項の改正規

定並びに次条並びに附則第１３９条、第１４３条、第１４６条及び第１５３条の

規定 公布の日

二・三 略

四 附則第１４７条及び第１４８条の規定 公布の日又は行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成２５年法律第２８号）附則第１号に掲げる規定の施行の日の

いずれか遅い日

附則 （平成２５年１２月４日法律第９０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年４月１日から施行する。

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第８条、第１０条、第１３条及び第１７条の規定 公布の日

附則 （平成２５年１２月１３日法律第１０６号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、平成２６年１０月１日から施行する。

附則 （平成２６年３月３１日法律第１０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 次に掲げる規定 平成２７年１月１日

イ 略

ロ 第１０条中租税特別措置法第９条の８の改正規定、同法第１０条第６項の改

正規定、同法第１０条の６第１項の改正規定（「政令で定める金額」の下に「の

１００分の９０」を加える部分に限る。）、同法第１３条第１項の改正規定（「平

成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 を 「 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、

同法 第２６条第２項に１号を加える改正規定、同法第３７条の１４の改正規定

（同条第１項に係る部分、同条第４項に係る部分（「第１５項」を「第２５項」

に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 条 第 ５ 項 第 ２ 号 中 「 設 け ら れ る も の を い う 」 の 下

に「 。以下この条において同じ」を加える部分、同項第３号に係る部分、同条

第 ６ 項 に 係 る 部 分 及 び 同 条 第 １ ２ 項 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ３ ９ 条 の 改

正規定、同法第４２条の２の２第１項の改正規定、同条第２項の改正規定（「第

３７条の１４第１５項」を「第３７条の１４第２５項」に改める部分に限る。）、

同 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「 第 ３ ７ 条 の １ ４ 第 １ ５ 項 」 を 「 第 ３ ７ 条 の １ ４ 第 ２

５ 項 」 に 、「 第 ３ ７ 条 の １ ４ 第 １ ７ 項 か ら 第 ２ １ 項 ま で 」 を 「 第 ３ ７ 条 の １ ４

第 ２ ７ 項 か ら 第 ３ １ 項 ま で 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） 及 び 同 法 第 ４ ２ 条 の ３ 第

４項 の改正規定並びに附則第５０条、第５２条、第５３条第６項、第５６条、

第 ６ １ 条 （ 第 ４ 項 を 除 く 。）、 第 ６ ３ 条 及 び 第 １ ６ ２ 条 （ 行 政 手 続 に お け る 特

定の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号 ） 第 ９ 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「 第 １ ５ 項 」 を 「 第 ２ ５ 項 」 に 改 め る 部 分 に 限

る。）に限る。）の規定

ハ 第１２条の規定（同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等

に 係 る 調 書 の 提 出 等 に 関 す る 法 律 第 ４ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。） 並 び に 附 則 第 １

３７ 条第２項及び第１６２条（行政手続における特定の個人を識別するための

番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 ９ 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「第 ４ 条 第 １ 項 」 の 下 に

「若しくは第４条の３第１項」を加える部分に限る。）に限る。）の規定

附則 （平成２６年４月２３日法律第２８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１条中次世代育成支援対策推進法附則第２条第１項の改正規定並びに附則第

４条第１項及び第２項、第１４条並びに第１９条の規定 公布の日
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二 第２条並びに附則第３条、第７条から第１０条まで、第１２条及び第１５条か

ら第１８条までの規定 平成２６年１０月１日

附則 （平成２６年５月３０日法律第４２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２６年５月３０日法律第４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年１月１日から施行する。ただし、附則第４条、第６条及

び第１１条の規定は、公布の日から施行する。

附則 （平成２６年５月３０日法律第５０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第３条、第７条（子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号）第６５条の改正規定に

限る。）、第８条、第１２条及び第１３条の規定 公布の日

附則 （平成２６年６月２５日法律第８３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日又は平成２６年４月１日のいずれか遅い日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１２条中診療放射線技師法第２６条第２項の改正規定及び第２４条の規定並

びに次条並びに附則第７条、第１３条ただし書、第１８条、第２０条第１項ただ

し書、第２２条、第２５条、第２９条、第３１条、第６１条、第６２条、第６４

条、第６７条、第７１条及び第７２条の規定 公布の日

二 略

三 第 ２ 条 の 規 定 、 第 ４ 条 の 規 定 （ 第 ５ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ５ 条 の

うち、介護保険法の目次の改正規定、同法第７条第５項、第８条、第８条の２、

第１３条、第２４条の２第５項、第３２条第４項、第４２条の２、第４２条の３

第２項、第５３条、第５４条第３項、第５４条の２、第５４条の３第２項、第５

８条第１項、第６８条第５項、第６９条の３４、第６９条の３８第２項、第６９

条の３９第２項、第７８条の２、第７８条の１４第１項、第１１５条の１２、第

１１５条の２２第１項及び第１１５条の４５の改正規定、同法第１１５条の４５

の次に１０条を加える改正規定、同法第１１５条の４６及び第１１５条の４７の

改正規定、同法第６章中同法第１１５条の４８を同法第１１５条の４９とし、同
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法第１１５条の４７の次に１条を加える改正規定、同法第１１７条、第１１８条、

第１２２条の２、第１２３条第３項及び第１２４条第３項の改正規定、同法第１

２４条の次に２条を加える改正規定、同法第１２６条第１項、第１２７条、第１

２８条、第１４１条の見出し及び同条第１項、第１４８条第２項、第１５２条及

び第１５３条並びに第１７６条の改正規定、同法第１１章の章名の改正規定、同

法第１７９条から第１８２条までの改正規定、同法第２００条の次に１条を加え

る改正規定、同法第２０２条第１項、第２０３条及び第２０５条並びに附則第９

条第１項ただし書の改正規定並びに同法附則に１条を加える改正規定、第７条の

規 定 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 ９ 条 及 び 第 １ ０ 条 の 規 定 、 第 １ ２ 条

の 規 定 （ 第 １ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ３ 条 及 び 第 １ ４ 条 の 規 定 、 第

１ ５ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ６ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号 に

掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ７ 条 の 規 定 、 第 １ ８ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号 に 掲 げ る

改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ９ 条 の 規 定 並 び に 第 ２ １ 条 中 看 護 師 等 の 人 材 確 保 の 促

進に関する法律第２条第２項の改正規定並びに附則第５条、第８条第２項及び第

４ 項 、 第 ９ 条 か ら 第 １ ２ 条 ま で 、 第 １ ３ 条 （ た だ し 書 を 除 く 。）、 第 １ ４ 条 か ら

第１７条まで、第２８条、第３０条、第３２条第１項、第３３条から第３９条ま

で、第４４条、第４６条並びに第４８条の規定、附則第５０条の規定（第６号に

掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 附 則 第 ５ １ 条 の 規 定 、 附 則 第 ５ ２ 条 の 規 定 （ 第 ６ 号

に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）、 附 則 第 ５ ４ 条 、 第 ５ ７ 条 及 び 第 ５ ８ 条 の 規 定 、 附

則第５９条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平

成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 の 改 正 規 定 （「 同条 第 １ ４ 項 」 を

「同条第１２項」に、「同条第１８項」を「同条第１６項」に改める部分に限る。）

並びに附則第６５条、第６６条及び第７０条の規定 平成２７年４月１日

附則 （平成２７年３月３１日法律第９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一～三 略

四 次に掲げる規定 平成２８年１月１日

イ・ロ 略

ハ 第８条中租税特別措置法の目次の改正規定（「第９条の８」を「第９条の９」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 同 法 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ４ 条 の ３ 第 １ 項 の 改 正

規定 、同法第８条の２第１項第２号の改正規定、同法第８条の４第１項の改正

規 定 （ 同 項 第 １ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ８ 条 の ５ 第 １ 項 の 改 正 規 定 、

同 法 第 ９ 条 の ３ の 改 正 規 定 （ 同 条 第 １ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ９ 条 の

３の ２第１項の改正規定、同法第９条の８の改正規定、同法第２章第１節中同

条の 次に１条を加える改正規定、同法第１０条の改正規定、同法第１０条の２

を削 る改正規定、同法第１０条の２の２第３項の改正規定、同条第４項の改正

規定 、同条第１３項の改正規定、同条を同法第１０条の２とする改正規定、同
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法 第 １ ０ 条 の ３ （ 見 出 し を 含 む 。） の 改 正 規 定 、 同 法 第 １ ０ 条 の ５ の ２ を 削 る

改正 規定、同法第１０条の５の３の見出しの改正規定、同条の改正規定（同条

第１ 項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援

機 関 等 」 と い う 」 を 、「 財 務 省 令 で 定 め る も の 」 の 下 に 「（ 以 下 こ の 項 に お い

て 「経 営 改善 指 導助 言書 類 」とい う 。）」を加 える部 分 、「もの （」の 下に 「認

定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成２７年３月３１日」

を 「 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 」 に 、「 当 該 書 類 」 を 「 経 営 の 改 善 に 資 す る 資 産 と

し て そ の 交 付 を 受 け た 経 営 改 善 指 導 助 言 書 類 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 条

を同 法第１０条の５の２とする改正規定、同法第１０条の５の４の改正規定、

同条 を同法第１０条の５の３とする改正規定、同法第１０条の５の５の改正規

定、 同条を同法第１０条の５の４とする改正規定、同法第１０条の６の改正規

定（ 同条第１項第５号の次に１号を加える部分及び同項第６号に係る部分を除

く 。）、 同 法 第 １ １ 条 第 １ 項 の 表 の 第 １ 号 の 改 正 規 定 、 同 法 第 １ １ 条 の ３ 第 １

項 の改 正 規定 （「 第３ 項」 を「 次項」 に改め る部 分を除 く 。）、同法第 １３ 条第

２項 の改正規定、同法第１３条の２を削る改正規定、同法第１３条の３第２項

の 改 正 規 定 （「 特 定 建 物 等 」 を 「 次 世 代 育 成 支 援 対 策 資 産 」 に 改 め る 部 分 を 除

く 。）、 同 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 、 同 条 を 同 法 第 １ ３ 条 の ２ と す る 改 正 規 定 、 同

法 第 １ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「 特 定 再 開 発 建 築 物 等 」 を 「 特 定 都 市 再 生

建 築 物 等 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第

１ ９ 条 第 １ 号 の 改 正 規 定 （「 第 １ ０ 条 の ２ の ２ 、 第 １ ０ 条 の ３ 」 を 「 第 １ ０ 条

の ２ か ら 第 １ ０ 条 の ４ ま で 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ２ ４ 条 の ３ 第 ４

項の 改正規定、同法第２６条第２項第５号の改正規定、同法第２８条の２（見

出 し を 含 む 。） の 改 正 規 定 、 同 法 第 ２ ８ 条 の ３ 第 １ １ 項 の 改 正 規 定 、 同 法 第 ３

０条 の２第２項第１号の改正規定、同法第３３条の６第２項の改正規定、同法

第３７条の３第２項の改正規定、同法第３７条の１０第４項第３号の改正規定、

同法 第３７条の１１第２項の改正規定、同法第３７条の１１の３第５項の改正

規定 、同法第３７条の１４の改正規定（同条第７項に係る部分、同条第９項に

係る 部分、同条第１３項に係る部分、同条第１６項に係る部分、同条第１９項

に係る部分、同条第２１項に係る部分及び同条第２３項に係る部分を除く。）、

同法 第３７条の１４の３第４項の改正規定、同条を同法第３７条の１４の４と

する 改正規定、同法第３７条の１４の２第６項の改正規定、同条を同法第３７

条の １４の３とする改正規定、同法第３７条の１４の次に１条を加える改正規

定、 同法第４１条の１５の３第２項第１号の改正規定、同法第４２条の２の２

の改 正規定、同法第４２条の３第４項の改正規定並びに同法第６７条の１７第

２ 項 の 改 正 規 定 （「 及 び 第 ９ 項 」 を 「 、 第 ９ 項 及 び 第 １ １ 項 」 に 改 め る 部 分 に

限 る 。） 並 び に 附 則 第 ５ ６ 条 、 第 ５ ７ 条 第 １ 項 、 第 ５ ８ 条 、 第 ６ ２ 条 、 第 ６ ４

条第 ８項、第６６条、第６９条第１項、第７０条、第９７条第３項、第１１５

条（ 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第１６号）附則

第 ７ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 １ ２ ７ 条 （ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識

別す るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第９条第
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３項の改正規定（「第２５項」を「第２６項」に改める部分に限る。）に限る。）

及び第１２９条の規定

五～七 略

八 第３条中相続税法第１０条第１項第５号の改正規定及び同法第５９条の改正規

定並びに附則第３４条第４項及び第１２７条（行政手続における特定の個人を識

別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 ９ 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「 第 ５ ９ 条 第

１項から第３項まで」を「第５９条第１項、第３項若しくは第４項」に改める部

分に限る。）に限る。）の規定 平成３０年１月１日

附則 （平成２７年５月７日法律第１７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。

附則 （平成２７年５月２９日法律第３１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第１条の規定、第５条中健康保険法第９０条第２項及び第９５条第６号の改正

規定、同法第１５３条第１項の改正規定、同法附則第４条の４の改正規定、同法

附則第５条の改正規定、同法附則第５条の２の改正規定、同法附則第５条の３の

改正規定並びに同条の次に４条を加える改正規定、第７条中船員保険法第７０条

第４項の改正規定及び同法第８５条第２項第３号の改正規定、第８条の規定並び

に第１２条中社会保険診療報酬支払基金法第１５条第２項の改正規定並びに次条

第１項並びに附則第６条から第９条まで、第１５条、第１８条、第２６条、第５

９条、第６２条及び第６７条から第６９条までの規定 公布の日

附則 （平成２７年９月９日法律第６５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 附則第７条第２項、第１０条及び第１２条の規定 公布の日

二 第１条及び第４条並びに附則第５条、第６条、第７条第１項及び第３項、第８

条、第９条、第１３条、第２２条、第２５条から第２７条まで、第３０条、第３

２条、第３４条並びに第３７条の規定 平成２８年１月１日

三 第６条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法 律 （ 以 下 「 番 号 利 用 法 」 と い う 。） 第１ ９ 条 第 １ 号 及 び 別 表 第 １ の 改 正 規 定 に

限 る 。） 並 び に 附 則 第 １ ５ 条 、 第 １ ６ 条 、 第 １ ９ 条 及 び 第 ２ ９ 条 の 規 定 番 号 利

用法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日

四 略
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五 第 ３ 条 及 び 第 ６ 条 （ 番 号 利 用 法 第 １ ９ 条 第 １ 号 及 び 別 表 第 １ の 改 正 規 定 を 除

く 。） 並 び に 附 則 第 ２ ４ 条 及 び 第 ３ ６ 条 の 規 定 番 号 利 用 法 附 則 第 １ 条 第 ５ 号 に

掲げる規定の施行の日

六 第７条並びに附則第１４条、第１７条及び第２０条の規定 公布の日から起算

して３年を超えない範囲内において政令で定める日

（特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置）

第 ５ 条 附 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行の 日 （ 以 下 「 第 ２号 施 行 日 」 と いう 。） 前

に第４条の規定による改正前の番号利用法（以下この条において「旧番号利用法」

という。）又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、

命令その他の処分又は通知その他の行為は、第２号施行日以後は、第４条の規定に

よ る 改 正 後 の 番 号 利 用 法 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 新 番 号 利 用 法 」 と い う 。） 又 は こ

れに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その

他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２ 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法（旧番号利用法第２

９条第１項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に

関 す る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ８ 号 ） を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） 又 は こ れ に

基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出そ

の他の行為は、第２号施行日以後は、新番号利用法（新番号利用法第２９条第１項

の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） 又 は こ れ に 基 づ く 命 令 の 相 当 規 定 に 基 づ い て 、 個 人

情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

３ 第２号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報

保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第２号施行日

前にその手続がされていないものについては、第２号施行日以後は、これを、新番

号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその

手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみ

なして、当該相当規定を適用する。

（特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置）

第６条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委

員会規則は、第２号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有する

ものとする。

（委員長又は委員の任命等に関する経過措置）

第７条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の

委員長又は委員である者は、それぞれ第２号施行日に、第１条の規定による改正後

の個人情報の保護に関する法律（以下この条において「第２号新個人情報保護法」

と い う 。） 第 ５ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の 委 員 長 又 は 委 員 と

して任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされ
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る者の任期は、第２号新個人情報保護法第５５条第１項の規定にかかわらず、第２

号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞ

れの任期の残任期間と同一の期間とする。

３ 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の

事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第２号施行日に、同一の

勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

（守秘義務に関する経過措置）

第８条 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその

職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、

第２号施行日以後も、なお従前の例による。

（罰則の適用に関する経過措置）

第９条 この法律（附則第１条第２号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第２号

施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第１０条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

（検討）

第１２条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律第２条第１項に規定する行政機関が保有する

同条第２項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等が保

有する同条第２項に規定する個人情報（以下この条において「行政機関等保有個人

情 報 」 と 総 称 す る 。） の 取 扱 い に 関 す る 規 制 の 在 り 方 に つ い て 、 匿 名 加 工 情 報 （ 新

個人情報保護法第２条第９項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工

情報（行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この

項 に お い て 同 じ 。） を 含 む 。） の 円 滑 か つ 迅 速 な 利 用 を 促 進 す る 観 点 か ら 、 行 政 機

関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保

護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。

２ 政府は、この法律の施行後３年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針

の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に

行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その

改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。

３ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後３年ごとに、個人情報の保
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護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新た

な産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。

４ 政府は、附則第１条第６号に掲げる規定の施行後３年を目途として、預金保険法

（昭和４６年法律第３４号）第２条第１項に規定する金融機関が同条第３項に規定

する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年法律第５３号）

第２条第１項に規定する農水産業協同組合が同条第３項に規定する貯金者等から、

適切に個人番号の提供を受ける方策及び第７条の規定による改正後の番号利用法の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、

国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

５ 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキ

ュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）第２条に規

定 す る サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ を い う 。） に関 す る 対 策 の 的 確 な 策 定 及 び 実 施 が 重 要

であることに鑑み、国の行政機関等における同法第１３条に規定する基準に基づく

対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。

６ 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第１項の措置の実施の状況その他の状

況を踏まえ、新個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報及び行政機関等保

有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報

の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。

附則 （平成２８年３月３１日法律第１５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

三 次に掲げる規定 平成２９年１月１日

イ 第１条中所得税法第５７条第２項の改正規定、同法第１５１条の２第４項第

２ 号 の 改 正 規 定 （「 第 １ ５ １ 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 （ 」 を 「 第 １ ５ １ 条 の ４

第１ 項又は第２項（相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があっ

た 場合 等 の」 に 改め る部 分 を除く 。）、同 法第 １６６ 条の改 正規 定（「前編 第５

章 」 の 下 に 「 及 び 第 ６ 章 」 を 加 え る 部 分 を 除 く 。） 並 び に 同 法 第 ２ ３ ２ 条 第 １

項及 び第２３３条の改正規定並びに附則第６条、第１４条第２項及び第１６６

条（ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （「第 ５ ７ 条 第 ２ 項 若 し

くは」を削る部分に限る。）に限る。）の規定

附則 （平成２８年５月２０日法律第４７号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第１条、第３条、第７条、第１０条及び第１５条の規定並びに次条並びに附則

第４条第１項及び第２項、第６条から第１０条まで、第４２条（東日本大震災復

興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）第４８条第２項及び第３項の改正規

定に限る。）、第４４条並びに第４６条の規定 公布の日

附則 （平成２８年５月２７日法律第５１号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

附則 （平成２８年６月３日法律第６３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。

附則 （平成２９年３月３１日法律第９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。

附則 （平成２９年４月２６日法律第２５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第３条、第７条（農業災害補償法第１４３条の２第１項にただし書を加える改

正 規 定 に 限 る 。） 及 び 第 １ ０ 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 ６ 条 か ら 第 ８ 条 ま で 、 第 １ ３

条及び第１４条の規定 公布の日

附則 （平成２９年５月２４日法律第３６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附則 （平成２９年６月２日法律第５２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一 第３条の規定並びに次条並びに附則第１５条、第１６条、第２７条、第２９条、

第３１条、第３６条及び第４７条から第４９条までの規定 公布の日
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附則 （平成３０年３月３１日法律第７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 次に掲げる規定 平成３１年１月１日

イからヘまで 略

ト 第１５条中租税特別措置法第５条の２第７項第４号及び第５条の３第４項第

４号 の改正規定、同法第９条の８の改正規定、同法第３７条の１４の改正規定

（同 条第５項第２号に係る部分、同項第４号に係る部分及び同条第９項に係る

部 分 （「（平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ １ 号 ）」 を 削る 部 分 に 限 る 。） を除 く 。）、同 法

第 ４ ０ 条 の ２ （ 見 出 し を 含 む 。） の 改 正 規 定 、 同 法 第 ４ ０ 条 の ３ の ３ 第 ２ ０ 項

の改 正規定、同法第４１条の１３の３第７項第４号の改正規定、同法第４１条

の２ １の改正規定、同法第４１条の２２第１項の改正規定、同法第４２条の２

第２項第１号の改正規定、同法第４２条の２の２の改正規定（同条第１項中「が

１ ０ ０ ０ 」 を 「 が １ ０ ０ 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。）、 同 法 第 ４ ２ 条 の ３ 第 ４ 項

の改 正規定、同法第６６条の４第２５項の改正規定、同法第６７条の１６の改

正規 定並びに同法第６８条の８８第２６項の改正規定並びに附則第７４条、第

７６条、第８４条、第１００条及び第１４２条の規定

別表第１（第９条関係）

一 厚生労働大臣 健康保険法第５条第２項又は第１２３条第２項の規定により厚
生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって
主務省令で定めるもの

二 全 国 健 康 保 険 協 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業
会又は健康保険組合 の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定

めるもの
三 厚生労働大臣 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第４条第２項の規定に

より厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

四 全 国 健 康 保 険 協 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払
会 一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険

料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律（平成１９
年法律第３０号。以下「平成１９年法律第３０号」という。）
附則第３９条の規定によりなお従前の例によるものとされた平
成１９年法律第３０号第４条の規定による改正前の船員保険法
による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
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もの
五 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による保険

給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

六 都道府県知事 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による救助又は扶助
金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六 の ２ 厚 生 労 働 大 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）による職業紹介又は
臣 職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 都道府県知事 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による養育里親若し

くは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療
費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、
特定入 所障害児 食費等 給付費若 しくは障害児入所医療費の支
給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、
負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

八 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、
高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談
支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福
祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又
は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

九 都 道 府 県 知 事 、 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支
市 長 （ 特 別 区 の 区 長 援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定
を 含 む 。） 又 は 社 会 福 めるもの
祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法
律 第 ４ ５ 号 ） に 規 定
す る 福 祉 に 関 す る 事
務 所 を 管 理 す る 町 村
長 （ 以 下 「 都 道 府 県
知事等」という。）
十 都 道 府 県 知 事 又 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）による予防接種の実施、
は市町村長 給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定

めるもの
十一 都道府県知事 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障

害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等

への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

十三 厚生労働大臣 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務
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省令で定めるもの
十四 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求
又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務
省令で定めるもの

十 五 都 道 府 県 知 事 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、
等 保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの
十 六 都 道 府 県 知 事 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
又は市町村長 く条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則

事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定める
もの

十七 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査（犯
則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定め
るもの

十 八 社 会 福 祉 法 第 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
１ ０ ９ 条 第 １ 項 に 規 融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
定 す る 市 町 村 社 会 福 の
祉 協 議 会 又 は 同 法 第
１ １ ０ 条 第 １ 項 に 規
定 す る 都 道 府 県 社 会
福祉協議会（以下「社
会 福 祉 協 議 会 」 と 総
称する。）
十九 公営住宅法（昭 公営住宅法による公営住宅（同法第２条第２号に規定する公営
和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ９ 住宅をいう。以下同じ。）の管理に関する事務であって主務省
３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ ６ 令で定めるもの
号 に 規 定 す る 事 業 主
体 で あ る 都 道 府 県 知
事又は市町村長
二十 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号）に

よる援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 十 一 厚 生 労 働 大 未帰還者留守家族等援護法（昭和２８年法律第１６１号）によ
臣 る留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費

又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

二 十 二 日 本 私 立 学 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）による短
校振興・共済事業団 期給付若しくは年金である給付の支給又は福祉事業の実施に関
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する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律（昭和２９年法律第３６号）

による国税等（同法第８条第１項に規定する国税等をいう。）
の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって
主務省令で定めるもの

二 十 四 厚 生 労 働 大 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支
臣又は共済組合等（日 給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省
本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 令で定めるもの
済 事 業 団 、 国 家 公 務
員 共 済 組 合 連 合 会 、
地 方 公 務 員 共 済 組 合
又 は 全 国 市 町 村 職 員
共 済 組 合 連 合 会 を い
う。以下同じ。）
二十五 削除
二 十 六 文 部 科 学 大 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１
臣 又 は 都 道 府 県 教 育 ４４号）による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁
委員会 に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 十 七 都 道 府 県 教 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）による医療に要す
育 委 員 会 又 は 市 町 村 る費用についての援助に関する事務であって主務省令で定める
教育委員会 もの
二 十 八 国 家 公 務 員 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）による短
共済組合 期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省

令で定めるもの
二 十 九 国 家 公 務 員 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に
共済組合連合会 関する施行法（昭和３３年法律第１２９号）による年金である

給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 十 市 町 村 長 又 は 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による保険給付
国民健康保険組合 の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの
三 十 の ２ 都 道 府 県 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付
知事 に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 十 一 厚 生 労 働 大 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による年金である給
臣 付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の

設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届
出に関する事務であって主務省令で定めるもの

三 十 二 国 民 年 金 基 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛
金 金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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三 十 三 国 民 年 金 基 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事
金連合会 務であって主務省令で定めるもの
三 十 三 の ２ 独 立 行 中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）による退
政 法 人 勤 労 者 退 職 金 職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省
共済機構 令で定めるもの
三十四 市町村長 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）による障害福祉

サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

三 十 五 住 宅 地 区 改 住宅地区改良法による改良住宅（同法第２条第６項に規定する
良 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 改良住宅をいう。以下同じ。）の管理若しくは家賃若しくは敷
律 第 ８ ４ 号 ） 第 ２ 条 金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事
第 ２ 項 に 規 定 す る 施 務であって主務省令で定めるもの
行 者 で あ る 都 道 府 県
知事又は市町村長
三 十 六 厚 生 労 働 大 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３
臣 号）による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、

納付金 関係業務 若しく は納付金 関係業務に相当する業務の実
施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登
録に関する事務であって主務省令で定めるもの

三 十 六 の ２ 市 町 村 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）による被災者台
長 帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 十 七 都 道 府 県 知 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養
事等 手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の

確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税（国税
通則法第２条第４号に規定する附帯税をいう。）の減免、調査
（犯則事件の調査を含む。）、不服審査その他の国税の賦課又
は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

三 十 九 地 方 公 務 員 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）による
共 済 組 合 又 は 全 国 市 短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実
町 村 職 員 共 済 組 合 連 施又は 地方公務 員等共 済組合法 の長期給付等に関する施行法
合会 （昭和３７年法律第１５３号）による年金である給付の支給に

関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和３８年法律第６

１号）による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

四十一 市町村長 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による福祉の措置又
は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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四 十 二 厚 生 労 働 大 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）による援護
臣 に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 十 三 都 道 府 県 知 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）
事 による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるも

の
四 十 四 都 道 府 県 知 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児
事又は市町村長 童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する

事務であって主務省令で定めるもの
四 十 五 都 道 府 県 知 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事
事等 務であって主務省令で定めるもの
四 十 六 厚 生 労 働 大 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１
臣又は都道府県知事 ３４号）による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの
四 十 七 都 道 府 県 知 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当
事等 若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号。以下「昭和６０年法律第３４号」
という。）附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

四 十 八 厚 生 労 働 大 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第
臣 １００号）による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務

省令で定めるもの
四十九 市町村長 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による保健指導、新

生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、
妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育
医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和４１年法律第
１０９号）による特別給付金の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

五 十 一 厚 生 労 働 大 雇用対策法（昭和４１年法律第１３２号）による職業転換給付
臣又は都道府県知事 金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 十 二 厚 生 労 働 大 雇用対策法による再就職援助計画の認定に関する事務であって
臣 主務省令で定めるもの
五 十 三 厚 生 労 働 大 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（昭和４２年法律第
臣 ５７号）による特別給付金の支給に関する事務であって主務省

令で定めるもの
五 十 四 地 方 公 務 員 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）による公
災害補償基金 務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であ
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って主務省令で定めるもの
五 十 五 石 炭 鉱 業 年 石炭鉱業年金基金法（昭和４２年法律第１３５号）による年金
金基金 である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で

定めるもの
五 十 五 の ２ 預 金 保 預金保険法（昭和４６年法律第３４号）による預金等に係る債
険機構 権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 市町村長（児 児童手当法による児童手当又は特例給付（同法附則第２条第１
童 手 当 法 （ 昭 和 ４ ６ 項に規定する給付をいう。以下同じ。）の支給に関する事務で
年 法 律 第 ７ ３ 号 ） 第 あって主務省令で定めるもの
１ ７ 条 第 １ 項 の 表 の
下 欄 に 掲 げ る 者 を 含
む。）
五 十 六 の ２ 農 水 産 農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年法律第５３号）によ
業 協 同 組 合 貯 金 保 険 る貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令
機構 で定めるもの
五 十 七 厚 生 労 働 大 雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは
臣 能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも

の
五 十 八 厚 生 労 働 大 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号）
臣 による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定め

るもの
五 十 九 市 町 村 長 又 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
は 高 齢 者 の 医 療 の 確 支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって
保 に 関 す る 法 律 （ 昭 主務省令で定めるもの
和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０
号 ） 第 ４ ８ 条 に 規 定
す る 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 （ 以 下 「 後
期 高 齢 者 医 療 広 域 連
合」という。）
六十 厚生労働大臣 昭和６０年法律第３４号附則第８７条第２項の規定により厚生

年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である
保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

六 十 一 厚 生 労 働 大 港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）による港湾労働者証の
臣 交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 十 一 の ２ 特 定 優 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の
良 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
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促進に関する法律（平
成５年法律第５２号）
第 １ ８ 条 第 ２ 項 に 規
定 す る 賃 貸 住 宅 の 建
設 及 び 管 理 を 行 う 都
道 府 県 知 事 又 は 市 町
村長
六 十 二 厚 生 労 働 大 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
臣 留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若し
くは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

六 十 三 都 道 府 県 知 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
事等 留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援

給付又は配偶者支援金（以下「中国残留邦人等支援給付等」と
いう。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六 十 四 都 道 府 県 知 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１
事 又 は 広 島 市 長 若 し １７号）による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療
くは長崎市長 特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保

健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業
若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定め
るもの

六 十 五 厚 生 労 働 大 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療
臣 費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 十 六 厚 生 労 働 大 厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成８年法律第８２
臣 号。以下「平成８年法律第８２号」という。）附則第１６条第

３項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも
のとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

六 十 七 平 成 ８ 年 法 平成８年法律第８２号による年金である長期給付又は年金であ
律 第 ８ ２ 号 附 則 第 ３ る給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す
る 存 続 組 合 又 は 平 成
８ 年 法 律 第 ８ ２ 号 附
則 第 ４ ８ 条 第 １ 項 に
規定する指定基金
六十八 市町村長 介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給付の支給、

地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主

powered by インターネット六法 .com



- 52/94 -

務省令で定めるもの
六 十 九 都 道 府 県 知 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）による被災
事 者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定め

るもの
七 十 都 道 府 県 知 事 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平
又 は 保 健 所 を 設 置 す 成１０年法律第１１４号）による入院の勧告若しくは措置、費
る市（特別区を含む。 用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定
以下同じ。）の長 めるもの
七 十 一 確 定 給 付 企 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に
業 年 金 法 （ 平 成 １ ３ 関する事務であって主務省令で定めるもの
年 法 律 第 ５ ０ 号 ） 第
２ ９ 条 第 １ 項 に 規 定
す る 事 業 主 等 又 は 企
業年金連合会
七 十 二 確 定 拠 出 年 確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、
金 法 （ 平 成 １ ３ 年 法 企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年
律 第 ８ ８ 号 ） 第 ３ 条 金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務
第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 省令で定めるもの
する事業主
七 十 三 国 民 年 金 基 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しく
金連合会 は帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時

金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 十 四 厚 生 労 働 大 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を
臣 図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

（平成１３年法律第１０１号）附則第１６条第３項の規定によ
り厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金
である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

七 十 五 農 林 漁 業 団 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を
体職員共済組合 図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

による年金である給付（同法附則第１６条第３項の規定により
厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金で
ある給付を除く。）若しくは一時金の支給又は特例業務負担金
の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十六 市町村長 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による健康増進事業
の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七 十 七 独 立 行 政 法 独立行政法人農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号）
人農業者年金基金 による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収

金の徴収又は同法附則第６条第１項第１号の規定により独立行
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政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の
一部を改正する法律（平成１３年法律第３９号。以下「平成１
３年法律第３９号」という。）による改正前の農業者年金基金
法（昭和４５年法律第７８号）若しくは農業者年金基金法の一
部を改正する法律（平成２年法律第２１号。以下「平成２年法
律第２１号」という。）による改正前の農業者年金基金法によ
る給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

七 十 八 独 立 行 政 法 独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第
人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 １６２号）による災害共済給付の支給に関する事務であって主
センター 務省令で定めるもの
七 十 九 独 立 行 政 法 独立行政法人福祉医療機構法（平成１４年法律第１６６号）に
人福祉医療機構 よる小口の資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定め

るもの
八 十 独 立 行 政 法 人 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律第１
医 薬 品 医 療 機 器 総 合 ９２号）による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しく
機構 は追加給付金の支給又は同法附則第１５条第１項第１号若しく

は第１７条第１項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの

八 十 一 独 立 行 政 法 独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）
人日本学生支援機構 による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定

めるもの
八 十 二 厚 生 労 働 大 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察
臣 等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）による処遇改善

の請求に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 十 三 厚 生 労 働 大 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成
臣 １６年法律第１６６号）による特別障害給付金の支給に関する

事務であって主務省令で定めるもの
八 十 四 都 道 府 県 知 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
事又は市町村長 （平成１７年法律第１２３号）による自立支援給付の支給又は

地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定め
るもの

八 十 五 厚 生 労 働 大 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４
臣 号）による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省

令で定めるもの
八 十 六 厚 生 労 働 大 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する
臣 又 は 日 本 私 立 学 校 法律（平成１９年法律第１０４号）による文書の受理及び送付
振 興 ・ 共 済 事 業 団 、 又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるも
国 家 公 務 員 共 済 組 合 の
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連 合 会 、 地 方 公 務 員
共 済 組 合 、 全 国 市 町
村 職 員 共 済 組 合 連 合
会 若 し く は 地 方 公 務
員共済組合連合会
八 十 七 厚 生 労 働 大 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例
臣 等に関する法律（平成１９年法律第１１１号）による保険給付

又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 十 八 厚 生 労 働 大 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法
臣 律（平成１９年法律第１３１号）による特例納付保険料の徴収

に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 十 九 都 道 府 県 知 地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成２０年法律第２５
事 号）による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関

する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主
務省令で定めるもの

九十 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係
る加算金の支給に関する法律（平成２１年法律第３７号）によ
る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

九 十 一 文 部 科 学 大 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第
臣 、 都 道 府 県 知 事 又 １８号）による就学支援金の支給に関する事務であって主務省
は 都 道 府 県 教 育 委 員 令で定めるもの
会
九 十 二 厚 生 労 働 大 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
臣 （平成２３年法律第４７号）による職業訓練受講給付金の支給

又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定め
るもの

九 十 三 地 方 公 務 員 平成２３年法律第５６号による年金である給付の支給に関する
等 共 済 組 合 法 の 一 部 事務であって主務省令で定めるもの
を 改 正 す る 法 律 （ 平
成 ２ ３ 年 法 律 第 ５ ６
号 。 以 下 「 平 成 ２ ３
年 法 律 第 ５ ６ 号 」 と
い う 。） 附 則 第 ２ ３ 条
第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定
する存続共済会
九十四 市町村長 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子ど

ものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援
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事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 十 五 公 的 年 金 制 平成２５年法律第６３号附則第５条第１項の規定によりなおそ
度 の 健 全 性 及 び 信 頼 の効力を有するものとされた平成２５年法律第６３号第１条の
性 の 確 保 の た め の 厚 規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は
生 年 金 保 険 法 等 の 一 一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
部を改正する法律（平
成 ２ ５ 年 法 律 第 ６ ３
号 。 以 下 「 平 成 ２ ５
年 法 律 第 ６ ３ 号 」 と
い う 。） 附 則 第 ３ 条 第
１ １ 号 に 規 定 す る 存
続厚生年金基金
九 十 六 平 成 ２ ５ 年 平成２５年法律第６３号による年金である給付又は一時金の支
法 律 第 ６ ３ 号 附 則 第 給に関する事務であって主務省令で定めるもの
３ 条 第 １ ３ 号 に 規 定
す る 存 続 連 合 会 又 は
企業年金連合会
九 十 七 都 道 府 県 知 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５
事 ０号）による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令

で定めるもの

別表第２（第１９条、第２１条関係）

情 報 照 会 事務 情報提供者 特定個人情報
者
一 厚 生 健 康 保 険 法 第 ５ 条 第 ２ 項 医 療 保 険 者 （ 医 療 医 療保 険各 法又 は高 齢者の
労働大臣 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 保 険 各 法 （ 健 康 保 医 療の 確保 に関 する 法律に

臣 が 行 う こ と と さ れ た 健 険法、船員保険法、 よ る医 療に 関す る給 付の支
康 保 険 に 関 す る 事 務 で あ 私 立 学 校 教 職 員 共 給 又は 保険 料の 徴収 に関す
っ て 主 務 省 令 で 定 め る も 済 法 、 国 家 公 務 員 る 情報 （以 下「 医療 保険給
の 共 済 組 合 法 、 国 民 付 関 係 情 報 」 と い う 。） で

健 康 保 険 法 又 は 地 あ って 主務 省令 で定 めるも
方 公 務 員 等 共 済 組 の
合 法 を い う 。 以 下
同 じ 。） に よ り 医
療 に 関 す る 給 付 の
支 給 を 行 う 全 国 健
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康 保 険 協 会 、 健 康
保 険 組 合 、 日 本 私
立 学 校 振 興 ・ 共 済
事業団、共済組合、
市 町 村 長 又 は 国 民
健 康 保 険 組 合 を い
う 。 以 下 同 じ 。）
又 は 後 期 高 齢 者 医
療広域連合
市町村長 地 方税 法そ の他 の地 方税に

関 する 法律 に基 づく 条例の
規 定に より 算定 した 税額若
し くは その 算定 の基 礎とな
る 事項 に関 する 情報 （以下
「 地 方 税 関 係 情 報 」 と い
う。）、住民基本台帳法第７
条 第 ４ 号 に 規 定 す る 事 項
（ 以下 「住 民票 関係 情報」
と い う 。） 又 は 介 護 保 険 法
に よる 保険 給付 の支 給、地
域 支援 事業 の実 施若 しくは
保 険料 の徴 収に 関す る情報
（ 以下 「介 護保 険給 付等関
係 情 報 」 と い う 。） で あ っ
て主務省令で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 国 民年 金法 、私 立学 校教職
く は 日 本 年 金 機 構 員共済法、厚生年金保険法、
又は共済組合等 国 家公 務員 共済 組合 法又は

地 方公 務員 等共 済組 合法に
よ る年 金で ある 給付 の支給
又 は保 険料 の徴 収に 関する
情 報（ 以下 「年 金給 付関係
情 報 」 と い う 。） で あ っ て
主務省令で定めるもの

二 全 国 健 康 保 険 法 に よ る 保 険 給 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
健 康 保 険 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 で 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
協会 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 連合

もの 健 康 保 険 法 第 ５ ５ 健 康保 険法 第５ ５条 又は第
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条 又 は 第 １ ２ ８ 条 １ ２８ 条に 規定 する 他の法
に 規 定 す る 他 の 法 令 によ る給 付の 支給 に関す
令 に よ る 給 付 の 支 る 情報 であ って 主務 省令で
給 を 行 う こ と と さ 定めるもの
れている者
市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関

係 情報 又は 介護 保険 給付等
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等

三 健 康 健 康 保 険 法 に よ る 保 険 給 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
保険組合 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 で 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの

あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 連合
もの 健 康 保 険 法 第 ５ ５ 健 康保 険法 第５ ５条 に規定

条 に 規 定 す る 他 の す る他 の法 令に よる 給付の
法 令 に よ る 給 付 の 支 給に 関す る情 報で あって
支 給 を 行 う こ と と 主務省令で定めるもの
されている者
市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関

係 情報 又は 介護 保険 給付等
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等

四 厚 生 船 員 保 険 法 第 ４ 条 第 ２ 項 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
労働大臣 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの

臣 が 行 う こ と と さ れ た 船 連合
員 保 険 に 関 す る 事 務 で あ 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関
っ て 主 務 省 令 で 定 め る も 係 情報 又は 介護 保険 給付等
の 関 係情 報で あっ て主 務省令

で定めるもの
厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等

五 全 国 船 員 保 険 法 に よ る 保 険 給 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
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健 康 保 険 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 で 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
協会 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 連合

もの 船 員 保 険 法 第 ３ ３ 船 員保 険法 第３ ３条 に規定
条 に 規 定 す る 他 の す る他 の法 令に よる 給付の
法 令 に よ る 給 付 の 支 給に 関す る情 報で あって
支 給 を 行 う こ と と 主務省令で定めるもの
されている者
厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 保険 法によ

る 給付 の支 給に 関す る情報
（ 以下 「労 働者 災害 補償関
係 情 報 」 と い う 。） で あ っ
て主務省令で定めるもの

六 全 国 船 員 保 険 法 に よ る 保 険 給 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関
健 康 保 険 付 又 は 平 成 １ ９ 年 法 律 第 係 情報 又は 介護 保険 給付等
協会 ３ ０ 号 附 則 第 ３ ９ 条 の 規 関 係情 報で あっ て主 務省令

定 に よ り な お 従 前 の 例 に で定めるもの
よ る も の と さ れ た 平 成 １ 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
９ 年 法 律 第 ３ ０ 号 第 ４ 条 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
の 規 定 に よ る 改 正 前 の 船 又は共済組合等
員 保 険 法 に よ る 保 険 給 付
の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ
っ て 主 務 省 令 で 定 め る も
の

七 厚 生 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 に 国 民 年 金 法 そ の 他 国 民年 金法 その 他の 法令に
労働大臣 よ る 保 険 給 付 の 支 給 に 関 の 法 令 に よ る 年 金 よ る年 金で ある 給付 の支給

す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 で あ る 給 付 の 支 給 に 関す る情 報で あっ て主務
令で定めるもの を 行 う こ と と さ れ 省令で定めるもの

ている者
八 都 道 児 童 福 祉 法 に よ る 養 育 里 市町村長 児 童福 祉法 によ る障 害児通
府県知事 親 若 し く は 養 子 縁 組 里 親 所 支援 に関 する 情報 、地方

の 登 録 、 里 親 の 認 定 又 は 税 関係 情報 、住 民票 関係情
障 害 児 入 所 給 付 費 、 高 額 報 、介 護保 険給 付等 関係情
障 害 児 入 所 給 付 費 若 し く 報 又は 障害 者の 日常 生活及
は 特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 び 社会 生活 を総 合的 に支援
給 付 費 の 支 給 に 関 す る 事 す るた めの 法律 によ る自立
務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 支 援給 付の 支給 に関 する情
めるもの 報 （以 下「 障害 者自 立支援

給 付 関 係 情 報 」 と い う 。）
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で あっ て主 務省 令で 定める
もの

九 都 道 児 童 福 祉 法 に よ る 小 児 慢 児 童 福 祉 法 第 １ ９ 児 童福 祉法 第１ ９条 の７に
府県知事 性 特 定 疾 病 医 療 費 の 支 給 条 の ７ に 規 定 す る 規 定す る他 の法 令に よる給

に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 他 の 法 令 に よ る 給 付 の支 給に 関す る情 報であ
務省令で定めるもの 付 の 支 給 を 行 う こ って主務省令で定めるもの

ととされている者
都道府県知事等 生 活保 護法 によ る保 護の実

施 若し くは 就労 自立 給付金
の 支給 に関 する 情報 （以下
「 生活 保護 関係 情報 」とい
う 。） 又 は 中 国 残 留 邦 人 等
支 援給 付等 の支 給に 関する
情 報（ 以下 「中 国残 留邦人
等 支援 給付 等関 係情 報」と
い う 。） で あ っ て 主 務 省 令
で定めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

特 別 児 童 扶 養 手 当 特 別児 童扶 養手 当等 の支給
等 の 支 給 に 関 す る に 関す る法 律そ の他 の法令
法 律 そ の 他 の 法 令 に よる 給付 の支 給に 関する
に よ る 給 付 の 支 給 情 報で あっ て主 務省 令で定
を 行 う こ と と さ れ めるもの
ている者

十 市 町 児 童 福 祉 法 に よ る 障 害 児 都道府県知事 児 童福 祉法 によ る障 害児入
村長 通 所 給 付 費 、 特 例 障 害 児 所 支援 に関 する 情報 又は身

通 所 給 付 費 若 し く は 高 額 体 障害 者福 祉法 によ る身体
障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 障 害者 手帳 、精 神保 健及び
又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 精 神障 害者 福祉 に関 する法
提 供 に 関 す る 事 務 で あ っ 律 によ る精 神障 害者 保健福
て主務省令で定めるもの 祉 手帳 若し くは 知的 障害者

福 祉法 にい う知 的障 害者に
関 する 情報 （以 下「 障害者
関 係 情 報 」 と い う 。） で あ
って主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
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残 留邦 人等 支援 給付 等関係
情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの

十 一 市 児 童 福 祉 法 に よ る 障 害 児 市町村長 児 童福 祉法 によ る障 害児通
町村長 通 所 給 付 費 、 特 例 障 害 児 所 支援 に関 する 情報 、地方

通 所 給 付 費 、 高 額 障 害 児 税 関係 情報 、住 民票 関係情
通 所 給 付 費 、 障 害 児 相 談 報 、介 護保 険給 付等 関係情
支 援 給 付 費 若 し く は 特 例 報 又は 障害 者自 立支 援給付
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 関 係情 報で あっ て主 務省令
支 給 又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ で定めるもの
ス の 提 供 に 関 す る 事 務 で
あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る
もの

十 二 市 児 童 福 祉 法 に よ る 肢 体 不 児 童 福 祉 法 第 ２ １ 児 童福 祉法 第２ １条 の５の
町村長 自 由 児 通 所 医 療 費 の 支 給 条 の ５ の ３ １ に 規 ３ １に 規定 する 他の 法令に

に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 定 す る 他 の 法 令 に よ る給 付の 支給 に関 する情
務省令で定めるもの よ る 給 付 の 支 給 を 報 であ って 主務 省令 で定め

行 う こ と と さ れ て るもの
いる者
特 別 児 童 扶 養 手 当 特 別児 童扶 養手 当等 の支給
等 の 支 給 に 関 す る に 関す る法 律そ の他 の法令
法 律 そ の 他 の 法 令 に よる 給付 の支 給に 関する
に よ る 給 付 の 支 給 情 報で あっ て主 務省 令で定
を 行 う こ と と さ れ めるもの
ている者

十 三 市 児 童 福 祉 法 に よ る 保 育 所 都道府県知事等 児 童扶 養手 当法 によ る児童
町村長 に お け る 保 育 の 実 施 又 は 扶 養手 当の 支給 に関 する情

措 置 に 関 す る 事 務 で あ っ 報 （以 下「 児童 扶養 手当関
て主務省令で定めるもの 係 情 報 」 と い う 。） で あ っ

て主務省令で定めるもの
十 四 都 児 童 福 祉 法 に よ る 障 害 児 都道府県知事 児 童福 祉法 によ る障 害児入
道 府 県 知 入 所 給 付 費 、 高 額 障 害 児 所 支援 に関 する 情報 又は障
事 入 所 給 付 費 又 は 特 定 入 所 害 者関 係情 報で あっ て主務

障 害 児 食 費 等 給 付 費 の 支 省令で定めるもの
給 に 関 す る 事 務 で あ っ て 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
主務省令で定めるもの 残 留邦 人等 支援 給付 等関係

情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの
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十 五 都 児 童 福 祉 法 に よ る 障 害 児 児 童 福 祉 法 第 ２ ４ 児 童福 祉法 第２ ４条 の２２
道 府 県 知 入 所 医 療 費 の 支 給 に 関 す 条 の ２ ２ に 規 定 す に 規定 する 他の 法令 による
事 る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 る 他 の 法 令 に よ る 給 付の 支給 に関 する 情報で

で定めるもの 給 付 の 支 給 を 行 う あ って 主務 省令 で定 めるも
こ と と さ れ て い る の
者
特 別 児 童 扶 養 手 当 特 別児 童扶 養手 当等 の支給
等 の 支 給 に 関 す る に 関す る法 律そ の他 の法令
法 律 そ の 他 の 法 令 に よる 給付 の支 給に 関する
に よ る 給 付 の 支 給 情 報で あっ て主 務省 令で定
を 行 う こ と と さ れ めるもの
ている者

十 六 都 児 童 福 祉 法 に よ る 負 担 能 市町村長 児 童福 祉法 によ る障 害児通
道 府 県 知 力 の 認 定 又 は 費 用 の 徴 収 所 支援 に関 する 情報 、地方
事 又 は 市 に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 税 関係 情報 、住 民票 関係情
町村長 務省令で定めるもの 報 又は 障害 者自 立支 援給付

関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

都道府県知事 児 童福 祉法 によ る障 害児入
所 支援 若し くは 措置 （同法
第 ２７ 条第 １項 第３ 号の措
置 を い う 。） に 関 す る 情 報
又 は障 害者 関係 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

都道府県知事等 児 童福 祉法 によ る母 子生活
支 援施 設に おけ る保 護の実
施 に関 する 情報 、生 活保護
関 係情 報、 児童 扶養 手当関
係 情報 又は 中国 残留 邦人等
支 援給 付等 関係 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 又 は 国 民年 金法 によ る障 害基礎
日本年金機構 年 金の 支給 に関 する 情報で

あ って 主務 省令 で定 めるも
の

厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当等 の支給
都道府県知事 に 関す る法 律に よる 特別児

童 扶養 手当 の支 給に 関する
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情 報（ 以下 「特 別児 童扶養
手 当 関 係 情 報 」 と い う 。）
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

十 六 の ２ 予 防 接 種 法 に よ る 予 防 接 都 道 府 県 知 事 又 は 予 防接 種法 によ る予 防接種
都 道 府 種 の 実 施 に 関 す る 事 務 で 市町村長 の 実施 に関 する 情報 であっ

県 知 事 又 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る て主務省令で定めるもの
は 市 町 村 もの
長
十 七 市 予防接種法による給付（同 医 療 保 険 者 そ の 他 医 療保 険各 法そ の他 の法令
町村長 法 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 疾 病 の 法 令 に よ る 医 療 に よる 医療 に関 する 給付の

に係るものに限る。）の支 に 関 す る 給 付 の 支 支 給に 関す る情 報で あって
給 に 関 す る 事 務 で あ っ て 給 を 行 う こ と と さ 主務省令で定めるもの
主務省令で定めるもの れている者

十 八 市 予 防 接 種 法 に よ る 給 付 の 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
町村長 支 給 又 は 実 費 の 徴 収 に 関 関 係情 報で あっ て主 務省令

す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 で定めるもの
令で定めるもの

十 九 市 予防接種法による給付（同 特 別 児 童 扶 養 手 当 特 別児 童扶 養手 当等 の支給
町村長 法 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 障 害 等 の 支 給 に 関 す る に 関す る法 律そ の他 の法令

に係るものに限る。）の支 法 律 そ の 他 の 法 令 に よる 障害 を有 する 者に対
給 に 関 す る 事 務 で あ っ て に よ る 障 害 を 有 す す る手 当の 支給 に関 する情
主務省令で定めるもの る 者 に つ い て 支 給 報 であ って 主務 省令 で定め

さ れ る 手 当 を 支 給 るもの
す る こ と と さ れ て
いる者

二 十 市 身 体 障 害 者 福 祉 法 に よ る 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
町村長 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 、 障 害 務省令で定めるもの

者 支 援 施 設 等 へ の 入 所 等 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
の 措 置 又 は 費 用 の 徴 収 に 残 留邦 人等 支援 給付 等関係
関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 情 報で あっ て主 務省 令で定
省令で定めるもの めるもの

市町村長 住 民票 関係 情報 又は 障害者
自 立支 援給 付関 係情 報であ
って主務省令で定めるもの

二 十 一 身 体 障 害 者 福 祉 法 に よ る 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
厚 生 労 働 費 用 の 徴 収 に 関 す る 事 務 残 留邦 人等 支援 給付 等関係
大臣 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め 情 報で あっ て主 務省 令で定
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るもの めるもの
市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主

務省令で定めるもの
二 十 二 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 精 神 保 健 及 び 精 神 精 神保 健及 び精 神障 害者福
都 道 府 県 福 祉 に 関 す る 法 律 に よ る 障 害 者 福 祉 に 関 す 祉 に関 する 法律 第３ ０条の
知事 入 院 措 置 に 関 す る 事 務 で る 法 律 第 ３ ０ 条 の ２ に規 定す る他 の法 律によ

あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る ２ に 規 定 す る 他 の る 医療 に関 する 給付 の支給
もの 法 律 に よ る 医 療 に に 関す る情 報で あっ て主務

関 す る 給 付 の 支 給 省令で定めるもの
を 行 う こ と と さ れ
ている者

二 十 三 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
都 道 府 県 福 祉 に 関 す る 法 律 に よ る 関 係情 報で あっ て主 務省令
知事 入 院 措 置 又 は 費 用 の 徴 収 で定めるもの

に 関 す る 事 務 で あ っ て 主
務省令で定めるもの

二 十 四 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
都 道 府 県 福 祉 に 関 す る 法 律 に よ る 残 留邦 人等 支援 給付 等関係
知事 費 用 の 徴 収 に 関 す る 事 務 情 報で あっ て主 務省 令で定

で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め めるもの
るもの

二 十 五 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報又 は厚生
都 道 府 県 福 祉 に 関 す る 法 律 に よ る くは日本年金機構、年 金保 険制 度及 び農 林漁業
知事 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 共 済 組 合 等 又 は 農 団 体職 員共 済組 合制 度の統

の 交 付 に 関 す る 事 務 で あ 林 漁 業 団 体 職 員 共 合 を図 るた めの 農林 漁業団
っ て 主 務 省 令 で 定 め る も 済組合 体 職員 共済 組合 法等 を廃止
の す る等 の法 律に よる 年金で

あ る給 付若 しく は特 定障害
者 に対 する 特別 障害 給付金
の 支給 に関 する 法律 による
特 別障 害給 付金 の支 給に関
す る情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

二 十 六 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
都 道 府 県 決 定 及 び 実 施 又 は 徴 収 金 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
知事等 の 徴 収 に 関 す る 事 務 で あ 連合

っ て 主 務 省 令 で 定 め る も 厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報、
の 戦 傷病 者戦 没者 遺族 等援護
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法 によ る援 護に 関す る情報
（ 以下 「戦 傷病 者戦 没者遺
族 等 援 護 関 係 情 報 」 と い
う。）、雇用保険法による給
付 の支 給に 関す る情 報（以
下 「失 業等 給付 関係 情報」
という。）、原子爆弾被爆者
に 対す る援 護に 関す る法律
に よる 一般 疾病 医療 費の支
給 に関 する 情報 、石 綿によ
る 健康 被害 の救 済に 関する
法 律に よる 特別 遺族 給付金
の 支給 に関 する 情報 （以下
「 石綿 健康 被害 救済 給付等
関 係 情 報 」 と い う 。） 又 は
職 業訓 練の 実施 等に よる特
定 求職 者の 就職 の支 援に関
す る法 律に よる 職業 訓練受
講 給付 金の 支給 に関 する情
報 （以 下「 職業 訓練 受講給
付 金 関 係 情 報 」 と い う 。）
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

都道府県知事 災 害救 助法 によ る救 助若し
く は扶 助金 の支 給、 児童福
祉 法に よる 小児 慢性 特定疾
病 医療 費、 療育 の給 付若し
く は障 害児 入所 給付 費の支
給 若し くは 母子 及び 父子並
び に寡 婦福 祉法 によ る資金
の 貸付 けに 関す る情 報、障
害 者自 立支 援給 付関 係情報
又 は難 病の 患者 に対 する医
療 等に 関す る法 律に よる特
定 医療 費の 支給 に関 する情
報 であ って 主務 省令 で定め
るもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報、 児童扶
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養 手当 関係 情報 又は 母子及
び 父子 並び に寡 婦福 祉法に
よ る給 付金 、特 別児 童扶養
手 当等 の支 給に 関す る法律
に よる 障害 児福 祉手 当若し
く は特 別障 害者 手当 若しく
は 昭和 ６０ 年法 律第 ３４号
附 則第 ９７ 条第 １項 の福祉
手 当の 支給 に関 する 情報で
あ って 主務 省令 で定 めるも
の

市町村長 地 方税 関係 情報 、母 子保健
法 によ る養 育医 療の 給付若
し くは 養育 医療 に要 する費
用 の支 給に 関す る情 報、児
童 手当 法に よる 児童 手当若
し くは 特例 給付 の支 給に関
す る情 報（ 以下 「児 童手当
関係情報」という。）、介護
保 険給 付等 関係 情報 又は障
害 者自 立支 援給 付関 係情報
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

社会福祉協議会 社 会福 祉法 によ る生 計困難
者 に対 して 無利 子又 は低利
で 資金 を融 通す る事 業の実
施 に関 する 情報 であ って主
務省令で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報又 は厚生
くは日本年金機構、年 金保 険制 度及 び農 林漁業
共 済 組 合 等 又 は 農 団 体職 員共 済組 合制 度の統
林 漁 業 団 体 職 員 共 合 を図 るた めの 農林 漁業団
済組合 体 職員 共済 組合 法等 を廃止

す る等 の法 律に よる 年金で
あ る給 付若 しく は特 定障害
者 に対 する 特別 障害 給付金
の 支給 に関 する 法律 による
特 別障 害給 付金 の支 給に関

powered by インターネット六法 .com



- 66/94 -

す る情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

文 部 科 学 大 臣 又 は 特 別支 援学 校へ の就 学奨励
都 道 府 県 教 育 委 員 に 関す る法 律に よる 特別支
会 援 学校 への 就学 のた め必要

な 経費 の支 弁に 関す る情報
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

都 道 府 県 教 育 委 員 学 校保 健安 全法 によ る医療
会 又 は 市 町 村 教 育 に 要す る費 用に つい ての援
委員会 助 に関 する 情報 であ って主

務省令で定めるもの
厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当関 係情報
都道府県知事 又 は雇 用対 策法 によ る職業

転 換給 付金 の支 給に 関する
情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの

地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 法によ
償基金 る 公務 上の 災害 又は 通勤に

よ る災 害に 対す る補 償に関
す る情 報（ 以下 「地 方公務
員 災害 補償 関係 情報 」とい
う 。） で あ っ て 主 務 省 令 で
定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 又 は 中 国残 留邦 人等 の円 滑な帰
都道府県知事等 国 の促 進並 びに 永住 帰国し

た 中国 残留 邦人 等及 び特定
配 偶者 の自 立の 支援 に関す
る 法 律 に よ る 永 住 帰 国 旅
費 、自 立支 度金 、一 時金若
し くは 一時 帰国 旅費 の支給
に 関す る情 報又 は中 国残留
邦 人等 支援 給付 等関 係情報
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

都 道 府 県 知 事 又 は 原 子爆 弾被 爆者 に対 する援
広 島 市 長 若 し く は 護 に関 する 法律 によ る手当
長崎市長 等 の支 給に 関す る情 報であ
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って主務省令で定めるもの
二 十 七 地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
市町村長 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの

の 法 律 に 基 づ く 条 例 に よ 連合
る 地 方 税 の 賦 課 徴 収 に 関 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 務省令で定めるもの
令で定めるもの 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって

主務省令で定めるもの
市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票

関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等
厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ

て主務省令で定めるもの
二 十 八 地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
都 道 府 県 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら 務省令で定めるもの
知事 の 法 律 に 基 づ く 条 例 に よ 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって

る 地 方 税 の 賦 課 徴 収 に 関 主務省令で定めるもの
す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
令で定めるもの 務省令で定めるもの

二 十 九 地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら 務省令で定めるもの
大 臣 又 は の 法 律 に 基 づ く 条 例 に よ
共 済 組 合 る 地 方 税 の 賦 課 徴 収 に 関
等 す る 事 務 で あ っ て 主 務 省

令で定めるもの
三 十 社 社 会 福 祉 法 に よ る 生 計 困 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
会 福 祉 協 難 者 に 対 し て 無 利 子 又 は 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
議会 低 利 で 資 金 を 融 通 す る 事 連合

業 の 実 施 に 関 す る 事 務 で 厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報、
あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 戦 傷病 者戦 没者 遺族 等援護
もの 関 係情 報、 失業 等給 付関係

情 報、 石綿 健康 被害 救済給
付 等関 係情 報又 は職 業訓練
受 講給 付金 関係 情報 であっ
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て主務省令で定めるもの
都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報、 児童扶

養 手当 関係 情報 又は 母子及
び 父子 並び に寡 婦福 祉法に
よ る給 付金 の支 給に 関する
情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等
都道府県知事 母 子及 び父 子並 びに 寡婦福

祉 法に よる 資金 の貸 付けに
関 する 情報 であ って 主務省
令で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当関 係情報
都道府県知事 で あっ て主 務省 令で 定める

もの
市町村長 住 民票 関係 情報 、児 童手当

関 係情 報又 は介 護保 険給付
等 関係 情報 であ って 主務省
令で定めるもの

三 十 一 公 営 住 宅 法 に よ る 公 営 住 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
公 営 住 宅 宅 の 管 理 に 関 す る 事 務 で 務省令で定めるもの
法 第 ２ 条 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
第 １ ６ 号 もの 主務省令で定めるもの
に 規 定 す 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
る 事 業 主 関 係情 報で あっ て主 務省令
体 で あ る で定めるもの
都 道 府 県

知 事 又 は

市町村長

三 十 二 戦 傷 病 者 戦 没 者 遺 族 等 援 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報又 は厚生
厚 生 労 働 護 法 に よ る 障 害 年 金 、 遺 くは日本年金機構、年 金保 険制 度及 び農 林漁業
大臣 族 年 金 又 は 遺 族 給 与 金 の 共 済 組 合 等 又 は 農 団 体職 員共 済組 合制 度の統

支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ 林 漁 業 団 体 職 員 共 合 を図 るた めの 農林 漁業団
て主務省令で定めるもの 済組合 体 職員 共済 組合 法等 を廃止

す る等 の法 律に よる 年金で
あ る給 付の 支給 に関 する情
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報 であ って 主務 省令 で定め
るもの

三 十 三 私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 に よ 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
日 本 私 立 る 短 期 給 付 の 支 給 に 関 す る 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
学 校 振 興 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 連合
・ 共 済 事 めるもの 私 立 学 校 教 職 員 共 私 立学 校教 職員 共済 法第２
業団 済 法 第 ２ ５ 条 に お ５ 条に おい て準 用す る国家

い て 準 用 す る 国 家 公 務員 共済 組合 法第 ６０条
公 務 員 共 済 組 合 法 第 １項 に規 定す る他 の法令
第 ６ ０ 条 第 １ 項 に に よる 給付 の支 給に 関する
規 定 す る 他 の 法 令 情 報で あっ て主 務省 令で定
に よ る 給 付 の 支 給 めるもの
を 行 う こ と と さ れ
ている者
市町村長 介 護保 険給 付等 関係 情報で

あ って 主務 省令 で定 めるも
の

三 十 四 私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 に よ 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
日 本 私 立 る 短 期 給 付 又 は 年 金 で あ る 関 係情 報で あっ て主 務省令
学 校 振 興 給 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 で で定めるもの
・ 共 済 事 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る も 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
業団 の く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの

又は共済組合等
厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ

て主務省令で定めるもの
三 十 五 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 年 金 全国健康保険協会 船 員保 険法 によ る保 険給付
厚 生 労 働 で あ る 保 険 給 付 又 は 一 時 金 の 支給 に関 する 情報 であっ
大 臣 又 は の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て主務省令で定めるもの
共 済 組 合 て主務省令で定めるもの 厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報又
等 は 戦傷 病者 戦没 者遺 族等援

護 法に よる 年金 であ る給付
若 しく は雇 用保 険法 による
基 本手 当若 しく は高 年齢雇
用 継続 基本 給付 金の 支給に
関 する 情報 であ って 主務省
令で定めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
関 係情 報で あっ て主 務省令
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で定めるもの
厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等
地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 関係情
償基金 報 であ って 主務 省令 で定め

るもの
三 十 六
削除
三 十 七 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
文 部 科 学 に 関 す る 法 律 に よ る 特 別 支 主務省令で定めるもの
大 臣 又 は 援 学 校 へ の 就 学 の た め 必 要 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
都 道 府 県 な 経 費 の 支 弁 に 関 す る 事 務 関 係情 報で あっ て主 務省令
教 育 委 員 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る で定めるもの
会 もの

三 十 八 学 校 保 健 安 全 法 に よ る 医 療 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
都 道 府 県 に 要 す る 費 用 に つ い て の 援 主務省令で定めるもの
教 育 委 員 助 に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
会 又 は 市 務省令で定めるもの 関 係情 報で あっ て主 務省令
町 村 教 育 で定めるもの
委員会
三 十 九 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 に よ 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
国 家 公 務 る 短 期 給 付 の 支 給 に 関 す る 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
員 共 済 組 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 連合
合 めるもの 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関

係 情報 又は 介護 保険 給付等
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等
国 家 公 務 員 共 済 組 国 家公 務員 共済 組合 法第６
合 法 第 ６ ０ 条 第 １ ０ 条第 １項 に規 定す る他の
項 に 規 定 す る 他 の 法 令に よる 給付 の支 給に関
法 令 に よ る 給 付 の す る情 報で あっ て主 務省令
支 給 を 行 う こ と と で定めるもの
されている者
厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ
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て主務省令で定めるもの
四 十 国 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 又 は 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
家 公 務 員 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 の 長 関 係情 報で あっ て主 務省令
共 済 組 合 期 給 付 に 関 す る 施 行 法 に よ で定めるもの
連合会 る 年 金 で あ る 給 付 の 支 給 に 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって

関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
令で定めるもの 又は共済組合等

四 十 一 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 に 厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ
国 家 公 務 よ る 年 金 で あ る 給 付 の 支 て主務省令で定めるもの
員 共 済 組 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て
合連合会 主務省令で定めるもの
四 十 二 国 民 健 康 保 険 法 に よ る 保 険 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
市 町 村 長 給 付 の 支 給 又 は 保 険 料 の 徴 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
又 は 国 民 収 に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 連合
健 康 保 険 務省令で定めるもの 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関
組合 係 情報 又は 介護 保険 給付等

関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

四 十 三 国 民 健 康 保 険 法 に よ る 保 国 民 健 康 保 険 法 第 国 民健 康保 険法 第５ ６条第
市 町 村 長 険 給 付 の 支 給 に 関 す る 事 ５ ６ 条 第 １ 項 に 規 １ 項に 規定 する 他の 法令に
又 は 国 民 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 定 す る 他 の 法 令 に よ る給 付の 支給 に関 する情
健 康 保 険 めるもの よ る 給 付 の 支 給 を 報 であ って 主務 省令 で定め
組合 行 う こ と と さ れ て るもの

いる者
四 十 四 国 民 健 康 保 険 法 に よ る 保 厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ
市町村長 険 料 の 徴 収 に 関 す る 事 務 て主務省令で定めるもの

で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め
るもの

四 十 五 国 民 健 康 保 険 法 に よ る 特 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
市町村長 別 徴 収 の 方 法 に よ る 保 険 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの

料 の 徴 収 又 は 納 入 に 関 す 又は共済組合等
る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令
で定めるもの

四 十 六 国 民 健 康 保 険 法 に よ る 特 市町村長 国 民健 康保 険法 第７ ６条の
厚 生 労 働 別 徴 収 の 方 法 に よ る 保 険 ４ にお いて 準用 する 介護保
大 臣 又 は 料 の 徴 収 又 は 納 入 に 関 す 険 法第 １３ ６条 第１ 項（同
共 済 組 合 る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 法 第１ ４０ 条第 ３項 におい
等 で定めるもの て準用する場合を含む。）、
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第 １３ ８条 第１ 項又 は第１
４ １条 第１ 項の 規定 により
通 知す るこ とと され ている
事 項に 関す る情 報で あって
主務省令で定めるもの

四 十 七 国 民 年 金 法 に よ る 年 金 で 全国健康保険協会 船 員保 険法 によ る保 険給付
厚 生 労 働 あ る 給 付 若 し く は 一 時 金 の 支給 に関 する 情報 であっ
大臣 の 支 給 又 は 保 険 料 の 免 除 て主務省令で定めるもの

に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報又
務省令で定めるもの は 戦傷 病者 戦没 者遺 族等援

護 法に よる 年金 であ る給付
の 支給 に関 する 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

共済組合等 年 金給 付関 係情 報で あって
主務省令で定めるもの

都道府県知事等 児 童扶 養手 当関 係情 報であ
って主務省令で定めるもの

地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 関係情
償基金 報 であ って 主務 省令 で定め

るもの
四 十 八 国 民 年 金 法 に よ る 年 金 で 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
厚 生 労 働 あ る 給 付 若 し く は 一 時 金 関 係情 報で あっ て主 務省令
大臣 の 支 給 、 保 険 料 の 納 付 に で定めるもの

関 す る 処 分 又 は 保 険 料 そ
の 他 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す
る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令
で定めるもの

四 十 九 国 民 年 金 法 に よ る 国 民 年 国 民 年 金 基 金 連 合 国 民年 金基 金の 加入 員に関
厚 生 労 働 金 原 簿 の 記 録 又 は 保 険 料 会 す る情 報で あっ て主 務省令
大臣 の 納 付 委 託 に 関 す る 事 務 で定めるもの

で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め
るもの

五 十 厚 国 民 年 金 法 に よ る 保 険 料 の 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
生 労 働 大 免 除 又 は 保 険 料 の 納 付 に 関 主務省令で定めるもの
臣 す る 処 分 に 関 す る 事 務 で あ 市町村長 国 民年 金法 第８ ９条 第１項

って主務省令で定めるもの 第 ３号 の施 設に 入所 する者
に 関す る情 報で あっ て主務
省令で定めるもの
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厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

五 十 一 知 的 障 害 者 福 祉 法 に よ る 障 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
国 民 年 金 害 福 祉 サ ー ビ ス 、 障 害 者 支 日本年金機構 主務省令で定めるもの
基金 援 施 設 等 へ の 入 所 等 の 措 置 独 立 行 政 法 人 農 業 独 立行 政法 人農 業者 年金基

又 は 費 用 の 徴 収 に 関 す る 事 者年金基金 金 法に よる 農業 者年 金の被
務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め 保 険者 に関 する 情報 であっ
るもの て主務省令で定めるもの

五 十 二 国 民 年 金 法 に よ る 年 金 で 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
国 民 年 金 あ る 給 付 又 は 一 時 金 の 支 日本年金機構 主務省令で定めるもの
基 金 連 合 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て
会 主務省令で定めるもの
五 十 三 知 的 障 害 者 福 祉 法 に よ る 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
市町村長 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 、 障 害 務省令で定めるもの

者 支 援 施 設 等 へ の 入 所 等 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
の 措 置 又 は 費 用 の 徴 収 に 残 留邦 人等 支援 給付 等関係
関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 情 報で あっ て主 務省 令で定
省令で定めるもの めるもの

市町村長 住 民票 関係 情報 又は 障害者
自 立支 援給 付関 係情 報であ
って主務省令で定めるもの

地 方 公 務 住 宅 地 区 改 良 法 に よ る 改 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
員 等 共 済 良 住 宅 の 管 理 若 し く は 家 務省令で定めるもの
組 合 法 又 賃 若 し く は 敷 金 の 決 定 若 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
は 地 方 公 し く は 変 更 又 は 収 入 超 過 主務省令で定めるもの
務 員 等 共 者 に 対 す る 措 置 に 関 す る 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
済 組 合 法 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 関 係情 報で あっ て主 務省令
の 長 期 給 定めるもの で定めるもの
付 等 に 関

す る 施 行

法 に よ る

年 金 で あ

る 給 付 の

支 給 に 関

す る 事 務

で あ っ て

主 務 省 令

で 定 め る

もの
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五 十 五 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 関 す る 法 律 に よ る 職 業 紹 務省令で定めるもの
大臣 介 等 、 障 害 者 職 業 セ ン タ

ー の 設 置 及 び 運 営 、 納 付
金 関 係 業 務 若 し く は 納 付
金 関 係 業 務 に 相 当 す る 業
務 の 実 施 、 在 宅 就 業 障 害
者 特 例 調 整 金 若 し く は 報
奨 金 等 の 支 給 又 は 登 録 に
関 す る 事 務 で あ っ て 主 務
省令で定めるもの

五 十 六 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ
厚 生 労 働 関 す る 法 律 に よ る 納 付 金 て主務省令で定めるもの
大臣 関 係 業 務 又 は 納 付 金 関 係

業 務 に 相 当 す る 業 務 の 実
施 に 関 す る 事 務 で あ っ て
主務省令で定めるもの

五 十 六 の 災 害 対 策 基 本 法 に よ る 被 都道府県知事 災 害救 助法 によ る救 助若し
２ 市 町 災 者 台 帳 の 作 成 に 関 す る く は児 童福 祉法 によ る障害
村長 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 児 入所 支援 、小 児慢 性特定

定めるもの 疾 病医 療費 の支 給若 しくは
措 置（ 同法 第２ ７条 第１項
第 ３号 又は 第２ 項の 措置を
い う 。） に 関 す る 情 報 、 障
害 者関 係情 報又 は精 神保健
及 び精 神障 害者 福祉 に関す
る 法律 によ る入 院措 置若し
く は難 病の 患者 に対 する医
療 等に 関す る法 律に よる特
定 医療 費の 支給 に関 する情
報 であ って 主務 省令 で定め
るもの

市町村長 児 童福 祉法 によ る障 害児通
所 支援 若し くは 母子 保健法
に よる 妊娠 の届 出に 関する
情 報又 は介 護保 険給 付等関
係 情報 であ って 主務 省令で
定めるもの

powered by インターネット六法 .com



- 75/94 -

厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当関 係情報
都道府県知事 で あっ て主 務省 令で 定める

もの
都道府県知事等 特 別児 童扶 養手 当等 の支給

に 関す る法 律に よる 障害児
福 祉手 当若 しく は特 別障害
者 手当 又は 昭和 ６０ 年法律
第 ３４ 号附 則第 ９７ 条第１
項 の福 祉手 当の 支給 に関す
る 情報 であ って 主務 省令で
定めるもの

都 道 府 県 知 事 又 は 障 害者 自立 支援 給付 関係情
市町村長 報 であ って 主務 省令 で定め

るもの
五 十 七 児 童 扶 養 手 当 法 に よ る 児 都道府県知事 児 童福 祉法 によ る障 害児入
都 道 府 県 童 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す 所 支援 、措 置（ 同法 第２７
知事等 る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 条 第１ 項第 ３号 若し くは第

で定めるもの ２ 項又 は第 ２７ 条の ２第１
項 の 措 置 を い う 。） 若 し く
は 日常 生活 上の 援助 及び生
活 指導 並び に就 業の 支援の
実 施に 関す る情 報又 は障害
者 関係 情報 であ って 主務省
令で定めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関
係 情報 又は 障害 者の 日常生
活 及び 社会 生活 を総 合的に
支 援す るた めの 法律 による
療 養介 護若 しく は施 設入所
支 援に 関す る情 報で あって
主務省令で定めるもの

児 童 扶 養 手 当 法 第 児 童扶 養手 当法 第３ 条第２
３ 条 第 ２ 項 に 規 定 項 に規 定す る公 的年 金給付
す る 公 的 年 金 給 付 の 支給 に関 する 情報 であっ
の 支 給 を 行 う こ と て主務省令で定めるもの
とされている者
厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当関 係情報
都道府県知事 で あっ て主 務省 令で 定める
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もの
五 十 八 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 又 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
地 方 公 務 は 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
員 共 済 組 の 長 期 給 付 等 に 関 す る 施 行 連合
合 法 に よ る 年 金 で あ る 給 付 の 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関

支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て 係 情報 又は 介護 保険 給付等
主務省令で定めるもの 関 係情 報で あっ て主 務省令

で定めるもの
厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等
地 方 公 務 員 等 共 済 地 方公 務員 等共 済組 合法第
組 合 法 第 ６ ２ 条 第 ６ ２条 第１ 項に 規定 する他
１ 項 に 規 定 す る 他 の 法令 によ る給 付の 支給に
の 法 令 に よ る 給 付 関 する 情報 であ って 主務省
の 支 給 を 行 う こ と 令で定めるもの
とされている者
地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 関係情
償基金 報 であ って 主務 省令 で定め

るもの
厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ

て主務省令で定めるもの
五 十 九 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 又 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
地 方 公 務 は 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 関 係情 報で あっ て主 務省令
員 共 済 組 の 長 期 給 付 等 に 関 す る 施 行 で定めるもの
合 又 は 全 法 に よ る 年 金 で あ る 給 付 の 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
国 市 町 村 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
職 員 共 済 主務省令で定めるもの 又は共済組合等
組 合 連 合
会
六 十 地 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 関係情
方 公 務 員 に よ る 年 金 で あ る 給 付 の 償基金 報 であ って 主務 省令 で定め
共 済 組 合 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ るもの
又 は 全 国 て主務省令で定めるもの 厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ
市 町 村 職 て主務省令で定めるもの
員 共 済 組

合連合会

六 十 一 老 人 福 祉 法 に よ る 福 祉 の 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
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市町村長 措 置 に 関 す る 事 務 で あ っ 主務省令で定めるもの
て主務省令で定めるもの 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関

係 情報 又は 介護 保険 給付等
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

六 十 二 老 人 福 祉 法 に よ る 費 用 の 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
市町村長 徴 収 に 関 す る 事 務 で あ っ 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの

て主務省令で定めるもの 連合
厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報又

は 失業 等給 付関 係情 報であ
って主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
主務省令で定めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関
係 情報 又は 介護 保険 給付等
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等

六 十 三 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
都 道 府 県 福 祉 法 に よ る 償 還 未 済 額 務省令で定めるもの
知事 の 免 除 又 は 資 金 の 貸 付 け

に 関 す る 事 務 で あ っ て 主
務省令で定めるもの

六 十 四 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は児童
都 道 府 県 祉 法 に よ る 配 偶 者 の な い 者 扶 養手 当関 係情 報で あって
知 事 又 は で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る 主務省令で定めるもの
市町村長 も の 又 は 寡 婦 に つ い て の 便 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主

宜 の 供 与 に 関 す る 事 務 で あ 務省令で定めるもの
って主務省令で定めるもの

六 十 五 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
都 道 府 県 祉 法 に よ る 給 付 金 の 支 給 に 務省令で定めるもの
知事等 関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 都道府県知事等 児 童扶 養手 当関 係情 報であ

令で定めるもの って主務省令で定めるもの
厚生労働大臣 雇 用保 険法 によ る教 育訓練

給 付金 の支 給に 関す る情報
又 は職 業訓 練受 講給 付金関
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係 情報 であ って 主務 省令で
定めるもの

六 十 六 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
厚 生 労 働 に 関 す る 法 律 に よ る 特 別 児 関 係情 報で あっ て主 務省令
大 臣 又 は 童 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す る で定めるもの
都 道 府 県 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
知事 めるもの く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの

又は共済組合等
六 十 七 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
都 道 府 県 給 に 関 す る 法 律 に よ る 障 関 係情 報で あっ て主 務省令
知事等 害 児 福 祉 手 当 若 し く は 特 で定めるもの

別 障 害 者 手 当 又 は 昭 和 ６
０ 年 法 律 第 ３ ４ 号 附 則 第
９ ７ 条 第 １ 項 の 福 祉 手 当
の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ
っ て 主 務 省 令 で 定 め る も
の

六 十 八 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
都 道 府 県 給 に 関 す る 法 律 に よ る 障 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
知事等 害 児 福 祉 手 当 又 は 特 別 障 又は共済組合等

害 者 手 当 の 支 給 に 関 す る
事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で
定めるもの

六 十 九 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 都 道 府 県 知 事 又 は 原 子爆 弾被 爆者 に対 する援
都 道 府 県 給 に 関 す る 法 律 に よ る 特 広 島 市 長 若 し く は 護 に関 する 法律 によ る介護
知事等 別 障 害 者 手 当 の 支 給 に 関 長崎市長 手 当の 支給 に関 する 情報で

す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 あ って 主務 省令 で定 めるも
令で定めるもの の

七 十 市 母 子 保 健 法 に よ る 費 用 の 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
町村長 徴 収 に 関 す る 事 務 で あ っ 残 留邦 人等 支援 給付 等関係

て主務省令で定めるもの 情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

七 十 一 雇 用 対 策 法 に よ る 職 業 転 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 換 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 務省令で定めるもの
大 臣 又 は 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で
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都 道 府 県 定めるもの
知事
七 十 二 地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 に 国 民 年 金 法 そ の 他 国 民年 金法 その 他の 法令に
地 方 公 務 よ る 公 務 上 の 災 害 又 は 通 の 法 令 に よ る 年 金 よ る年 金で ある 給付 の支給
員 災 害 補 勤 に よ る 災 害 に 対 す る 補 で あ る 給 付 の 支 給 に 関す る情 報で あっ て主務
償基金 償 に 関 す る 事 務 で あ っ て を 行 う こ と と さ れ 省令で定めるもの

主務省令で定めるもの ている者
七 十 三 石 炭 鉱 業 年 金 基 金 法 に よ 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
石 炭 鉱 業 る 年 金 で あ る 給 付 又 は 一 日本年金機構 主務省令で定めるもの
年金基金 時 金 の 支 給 に 関 す る 事 務

で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め
るもの

七 十 四 児 童 手 当 法 に よ る 児 童 手 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
市 町 村 長 当 又 は 特 例 給 付 の 支 給 に 関 係情 報で あっ て主 務省令
（ 児 童 手 関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 で定めるもの
当 法 第 １ 省令で定めるもの
７ 条 第 １
項 の 表 の
下 欄 に 掲
げ る 者 を
含む。）
七 十 五 児 童 手 当 法 に よ る 児 童 手 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
市町村長 当 又 は 特 例 給 付 の 支 給 に く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの

関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 又は共済組合等
省令で定めるもの

七 十 六 雇 用 保 険 法 に よ る 失 業 等 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
厚 生 労 働 給 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
大臣 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め 又は共済組合等

るもの
七 十 七 雇 用 保 険 法 に よ る 未 支 給 市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 の 失 業 等 給 付 又 は 介 護 休 務省令で定めるもの
大臣 業 給 付 金 の 支 給 に 関 す る

事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で
定めるもの

七 十 八 雇 用 保 険 法 に よ る 傷 病 手 雇 用 保 険 法 第 ３ ７ 雇 用保 険法 第３ ７条 第８項
厚 生 労 働 当 の 支 給 に 関 す る 事 務 で 条 第 ８ 項 に 規 定 す に 規定 する 他の 法令 による
大臣 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る る 他 の 法 令 に よ る 給 付の 支給 に関 する 情報で

もの 給 付 の 支 給 を 行 う あ って 主務 省令 で定 めるも
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こ と と さ れ て い る の
者

七 十 九 雇 用 保 険 法 に よ る 雇 用 安 定 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 事 業 又 は 能 力 開 発 事 業 の 実 務省令で定めるもの
大臣 施 に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ

務省令で定めるもの て主務省令で定めるもの
八 十 後 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
期 高 齢 者 る 法 律 に よ る 後 期 高 齢 者 医 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
医 療 広 域 療 給 付 の 支 給 又 は 保 険 料 の 連合
連合 徴 収 に 関 す る 事 務 で あ っ て 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関

主務省令で定めるもの 係 情報 又は 介護 保険 給付等
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

八 十 一 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
後 期 高 齢 る 法 律 に よ る 後 期 高 齢 者 医 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
者 医 療 広 療 給 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 又は共済組合等
域連合 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 高 齢 者 の 医 療 の 確 高 齢者 の医 療の 確保 に関す

もの 保 に 関 す る 法 律 第 る 法律 第５ ７条 第１ 項に規
５ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 する 他の 法令 によ る給付
定 す る 他 の 法 令 に の 支給 に関 する 情報 であっ
よ る 給 付 の 支 給 を て主務省令で定めるもの
行 う こ と と さ れ て
いる者

八 十 二 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
市町村長 す る 法 律 に よ る 保 険 料 の く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの

徴 収 に 関 す る 事 務 で あ っ 又は共済組合等
て主務省令で定めるもの 後 期 高 齢 者 医 療 広 高 齢者 の医 療の 確保 に関す

域連合 る 法律 によ る保 険料 の徴収
に 関す る情 報で あっ て主務
省令で定めるもの

八 十 三 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 市町村長 高 齢者 の医 療の 確保 に関す
厚 生 労 働 す る 法 律 に よ る 特 別 徴 収 る 法律 第１ １０ 条に おいて
大 臣 又 は の 方 法 に よ る 保 険 料 の 徴 準 用す る介 護保 険法 第１３
共 済 組 合 収 又 は 納 入 に 関 す る 事 務 ６ 条第 １項 （同 法第 １４０
等 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め 条 第３ 項に おい て準 用する

るもの 場合を含む。）、第１３８条
第 １項 又は 第１ ４１ 条第１
項 の規 定に より 通知 するこ
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と とさ れて いる 事項 に関す
る 情報 であ って 主務 省令で
定めるもの

八 十 四 昭 和 ６ ０ 年 法 律 第 ３ ４ 号 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
厚 生 労 働 附 則 第 ８ ７ 条 第 ２ 項 の 規 関 係情 報で あっ て主 務省令
大臣 定 に よ り 厚 生 年 金 保 険 の で定めるもの

実 施 者 た る 政 府 が 支 給 す 共済組合等 年 金給 付関 係情 報で あって
る も の と さ れ た 年 金 で あ 主務省令で定めるもの
る 保 険 給 付 の 支 給 に 関 す
る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令
で定めるもの

八 十 五 昭 和 ６ ０ 年 法 律 第 ３ ４ 号 昭 和 ６ ０ 年 法 律 第 昭 和６ ０年 法律 第３ ４号附
都 道 府 県 附 則 第 ９ ７ 条 第 １ 項 の 福 ３ ４ 号 附 則 第 ９ ７ 則 第９ ７条 第２ 項に おいて
知事等 祉 手 当 の 支 給 に 関 す る 事 条 第 ２ 項 に お い て 準 用す る特 別児 童扶 養手当

務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 準 用 す る 特 別 児 童 等 の支 給に 関す る法 律第１
めるもの 扶 養 手 当 等 の 支 給 ７ 条第 １号 の障 害を 支給事

に 関 す る 法 律 第 １ 由 とす る給 付の 支給 に関す
７ 条 第 １ 号 の 障 害 る 情報 であ って 主務 省令で
を 支 給 事 由 と す る 定めるもの
給 付 の 支 給 を 行 う
こ と と さ れ て い る
者

八 十 五 の 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 供 給 都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
２ 特 定 の 促 進 に 関 す る 法 律 に よ 務省令で定めるもの
優 良 賃 貸 る 賃 貸 住 宅 の 管 理 に 関 す 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
住 宅 の 供 る 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 関 係情 報で あっ て主 務省令
給 の 促 進 で定めるもの で定めるもの
に 関 す る

法 律 第 １

８ 条 第 ２

項 に 規 定

す る 賃 貸

住 宅 の 建

設 及 び 管

理 を 行 う

都 道 府 県

知 事 又 は

市町村長

八 十 六 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 厚 生 労 働 大 臣 又 は 国 民年 金法 によ る年 金であ
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厚 生 労 働 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 日本年金機構 る 給付 の支 給に 関す る情報
大臣 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 で あっ て主 務省 令で 定める

び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 もの
援 に 関 す る 法 律 に よ る 一
時 金 の 支 給 又 は 保 険 料 の
納 付 に 関 す る 事 務 で あ っ
て主務省令で定めるもの

八 十 七 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
都 道 府 県 等 の 支 給 に 関 す る 事 務 で 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの
知事等 あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 連合

もの 厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報、
戦 傷病 者戦 没者 遺族 等援護
関 係情 報、 失業 等給 付関係
情 報、 原子 爆弾 被爆 者に対
す る援 護に 関す る法 律によ
る 一般 疾病 医療 費の 支給に
関 する 情報 、石 綿健 康被害
救 済給 付等 関係 情報 又は職
業 訓練 受講 給付 金関 係情報
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

都道府県知事 災 害救 助法 によ る救 助若し
く は扶 助金 の支 給、 児童福
祉 法に よる 小児 慢性 特定疾
病 医療 費、 療育 の給 付若し
く は障 害児 入所 給付 費の支
給 若し くは 母子 及び 父子並
び に寡 婦福 祉法 によ る資金
の 貸付 けに 関す る情 報、障
害 者自 立支 援給 付関 係情報
又 は難 病の 患者 に対 する医
療 等に 関す る法 律に よる特
定 医療 費の 支給 に関 する情
報 であ って 主務 省令 で定め
るもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報、 児童扶
養 手当 関係 情報 又は 母子及
び 父子 並び に寡 婦福 祉法に
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よ る給 付金 、特 別児 童扶養
手 当等 の支 給に 関す る法律
に よる 障害 児福 祉手 当若し
く は特 別障 害者 手当 若しく
は 昭和 ６０ 年法 律第 ３４号
附 則第 ９７ 条第 １項 の福祉
手 当の 支給 に関 する 情報で
あ って 主務 省令 で定 めるも
の

市町村長 地 方税 関係 情報 、母 子保健
法 によ る養 育医 療の 給付若
し くは 養育 医療 に要 する費
用 の支 給に 関す る情 報、児
童 手当 関係 情報 、介 護保険
給 付等 関係 情報 又は 障害者
自 立支 援給 付関 係情 報であ
って主務省令で定めるもの

社会福祉協議会 社 会福 祉法 によ る生 計困難
者 に対 して 無利 子又 は低利
で 資金 を融 通す る事 業の実
施 に関 する 情報 であ って主
務省令で定めるもの

厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報又 は厚生
くは日本年金機構、年 金保 険制 度及 び農 林漁業
共 済 組 合 等 又 は 農 団 体職 員共 済組 合制 度の統
林 漁 業 団 体 職 員 共 合 を図 るた めの 農林 漁業団
済組合 体 職員 共済 組合 法等 を廃止

す る等 の法 律に よる 年金で
あ る給 付若 しく は特 定障害
者 に対 する 特別 障害 給付金
の 支給 に関 する 法律 による
特 別障 害給 付金 の支 給に関
す る情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

文 部 科 学 大 臣 又 は 特 別支 援学 校へ の就 学奨励
都 道 府 県 教 育 委 員 に 関す る法 律に よる 特別支
会 援 学校 への 就学 のた め必要

な 経費 の支 弁に 関す る情報
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で あっ て主 務省 令で 定める
もの

都 道 府 県 教 育 委 員 学 校保 健安 全法 によ る医療
会 又 は 市 町 村 教 育 に 要す る費 用に つい ての援
委員会 助 に関 する 情報 であ って主

務省令で定めるもの
厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当関 係情報
都道府県知事 又 は雇 用対 策法 によ る職業

転 換給 付金 の支 給に 関する
情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの

地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 関係情
償基金 報 であ って 主務 省令 で定め

るもの
厚 生 労 働 大 臣 又 は 中 国残 留邦 人等 の円 滑な帰
都道府県知事等 国 の促 進並 びに 永住 帰国し

た 中国 残留 邦人 等及 び特定
配 偶者 の自 立の 支援 に関す
る 法 律 に よ る 永 住 帰 国 旅
費 、自 立支 度金 、一 時金若
し くは 一時 帰国 旅費 の支給
に 関す る情 報又 は中 国残留
邦 人等 支援 給付 等関 係情報
で あっ て主 務省 令で 定める
もの

都 道 府 県 知 事 又 は 原 子爆 弾被 爆者 に対 する援
広 島 市 長 若 し く は 護 に関 する 法律 によ る手当
長崎市長 等 の支 給に 関す る情 報であ

って主務省令で定めるもの
八 十 八 原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す る 原 子 爆 弾 被 爆 者 に 原 子爆 弾被 爆者 に対 する援
厚 生 労 働 援 護 に 関 す る 法 律 に よ る 対 す る 援 護 に 関 す 護 に関 する 法律 第１ ８条第
大臣 一 般 疾 病 医 療 費 の 支 給 に る 法 律 第 １ ８ 条 第 １ 項た だし 書に 規定 する他

関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 １ 項 た だ し 書 に 規 の 法令 によ る医 療に 関する
省令で定めるもの 定 す る 他 の 法 令 に 給 付の 支給 に関 する 情報で

よ る 医 療 に 関 す る あ って 主務 省令 で定 めるも
給 付 の 支 給 を 行 う の
こ と と さ れ て い る
者
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八 十 九 原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す る 市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主
都 道 府 県 援 護 に 関 す る 法 律 に よ る 務省令で定めるもの
知 事 又 は 保 健 手 当 又 は 葬 祭 料 の 支
広 島 市 長 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て
若 し く は 主務省令で定めるもの
長崎市長
九 十 都 原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す る 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
道 府 県 知 援 護 に 関 す る 法 律 に よ る 主務省令で定めるもの
事 又 は 広 介 護 手 当 の 支 給 に 関 す る 市町村長 介 護保 険給 付等 関係 情報で
島 市 長 若 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で あ って 主務 省令 で定 めるも
し く は 長 定めるもの の
崎市長

九 十 一 平 成 ８ 年 法 律 第 ８ ２ 号 附 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
厚 生 労 働 則 第 １ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 関 係情 報で あっ て主 務省令
大臣 に よ り 厚 生 年 金 保 険 の 実 で定めるもの

施 者 た る 政 府 が 支 給 す る 共済組合等 年 金給 付関 係情 報で あって
も の と さ れ た 年 金 で あ る 主務省令で定めるもの
給 付 の 支 給 に 関 す る 事 務
で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め
るもの

九 十 二 平 成 ８ 年 法 律 第 ８ ２ 号 に 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
平 成 ８ 年 よ る 年 金 で あ る 長 期 給 付 関 係情 報で あっ て主 務省令
法 律 第 ８ 又 は 年 金 で あ る 給 付 の 支 で定めるもの
２ 号 附 則 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
第 ３ ２ 条 主務省令で定めるもの く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
第 ２ 項 に 又は共済組合等
規 定 す る

存 続 組 合

又 は 平 成

８ 年 法 律

第 ８ ２ 号

附 則 第 ４

８ 条 第 １

項 に 規 定

す る 指 定

基金

九 十 三 介 護 保 険 法 に よ る 保 険 給 医 療 保 険 者 又 は 後 医 療保 険給 付関 係情 報であ
市町村長 付 の 支 給 又 は 地 域 支 援 事 期 高 齢 者 医 療 広 域 って主務省令で定めるもの

業 の 実 施 に 関 す る 事 務 で 連合
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あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 介 護 保 険 法 第 ２ ０ 介 護保 険法 第２ ０条 に規定
もの 条 に 規 定 す る 他 の す る他 の法 令に よる 給付の

法 令 に よ る 給 付 の 支 給に 関す る情 報で あって
支 給 を 行 う こ と と 主務省令で定めるもの
されている者

九 十 四 介 護 保 険 法 に よ る 保 険 給 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
市町村長 付 の 支 給 、 地 域 支 援 事 業 主務省令で定めるもの

の 実 施 又 は 保 険 料 の 徴 収 市町村長 地 方税 関係 情報 、住 民票関
に 関 す る 事 務 で あ っ て 主 係 情報 又は 介護 保険 給付等
務省令で定めるもの 関 係情 報で あっ て主 務省令

で定めるもの
厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
又は共済組合等

九 十 五 介 護 保 険 法 に よ る 特 別 徴 市町村長 介 護保 険法 第１ ３６ 条第１
厚 生 労 働 収 の 方 法 に よ る 保 険 料 の 項 （同 法第 １４ ０条 第３項
大 臣 又 は 徴 収 又 は 納 入 に 関 す る 事 に おい て準 用す る場 合を含
共 済 組 合 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 む。）、第１３８条第１項又
等 めるもの は 第１ ４１ 条第 １項 の規定

に より 通知 する こと とされ
て いる 事項 に関 する 情報で
あ って 主務 省令 で定 めるも
の

九 十 六 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 に 市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主
都 道 府 県 よ る 被 災 者 生 活 再 建 支 援 務省令で定めるもの
知事 金 の 支 給 に 関 す る 事 務 で

あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る
もの

九 十 七 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
都 道 府 県 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 務省令で定めるもの
知 事 又 は 法 律 に よ る 費 用 の 負 担 又 は 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染症 の予 防及 び感 染症の
保 健 所 を 療 養 費 の 支 給 に 関 す る 事 務 感 染 症 の 患 者 に 対 患 者に 対す る医 療に 関する
設 置 す る で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る す る 医 療 に 関 す る 法 律第 ３９ 条第 １項 に規定
市の長 もの 法 律 第 ３ ９ 条 第 １ す る他 の法 律に よる 医療に

項 に 規 定 す る 他 の 関 する 給付 の支 給に 関する
法 律 に よ る 医 療 に 情 報で あっ て主 務省 令で定
関 す る 給 付 の 支 給 めるもの
を 行 う こ と と さ れ
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ている者
九 十 八 確 定 給 付 企 業 年 金 法 に よ 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
確 定 給 付 る 年 金 で あ る 給 付 又 は 一 日本年金機構 主務省令で定めるもの
企 業 年 金 時 金 の 支 給 に 関 す る 事 務
法 第 ２ ９ で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め
条 第 １ 項 るもの
に 規 定 す
る 事 業 主
等 又 は 企
業 年 金 連
合会
九 十 九 確 定 拠 出 年 金 法 に よ る 企 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
確 定 拠 出 業 型 年 金 の 給 付 又 は 脱 退 日本年金機構 主務省令で定めるもの
年 金 法 第 一 時 金 の 支 給 に 関 す る 事
３ 条 第 ３ 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定
項 第 １ 号 めるもの
に 規 定 す
る事業主
百 国 民 確 定 拠 出 年 金 法 に よ る 個 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
年 金 基 金 人 型 年 金 の 給 付 又 は 脱 退 日本年金機構 主務省令で定めるもの
連合会 一 時 金 の 支 給 に 関 す る 事

務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 独 立 行 政 法 人 農 業 独 立行 政法 人農 業者 年金基
めるもの 者年金基金 金 法に よる 農業 者年 金の被

保 険者 に関 する 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

百 一 厚 厚 生 年 金 保 険 制 度 及 び 農 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
生 労 働 大 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 関 係情 報で あっ て主 務省令
臣 制 度 の 統 合 を 図 る た め の で定めるもの

農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 共 済 組 合 等 又 は 農 年 金給 付関 係情 報又 は厚生
合 法 等 を 廃 止 す る 等 の 法 林 漁 業 団 体 職 員 共 年 金保 険制 度及 び農 林漁業
律 附 則 第 １ ６ 条 第 ３ 項 の 済組合 団 体職 員共 済組 合制 度の統
規 定 に よ り 厚 生 年 金 保 険 合 を図 るた めの 農林 漁業団
の 実 施 者 た る 政 府 が 支 給 体 職員 共済 組合 法等 を廃止
す る も の と さ れ た 年 金 で す る等 の法 律に よる 年金で
あ る 給 付 の 支 給 に 関 す る あ る給 付の 支給 に関 する情
事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 報 であ って 主務 省令 で定め
定めるもの るもの

百 二 農 厚 生 年 金 保 険 制 度 及 び 農 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
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林 漁 業 団 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 関 係情 報で あっ て主 務省令
体 職 員 共 制 度 の 統 合 を 図 る た め の で定めるもの
済組合 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組

合 法 等 を 廃 止 す る 等 の 法 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報で あって
律 に よ る 年 金 で あ る 給 付 く は 日 本 年 金 機 構 主務省令で定めるもの
（ 同 法 附 則 第 １ ６ 条 第 ３ 又は共済組合等
項 の 規 定 に よ り 厚 生 年 金
保 険 の 実 施 者 た る 政 府 が
支 給 す る も の と さ れ た 年
金である給付を除く。）若
し く は 一 時 金 の 支 給 又 は
特 例 業 務 負 担 金 の 徴 収 に
関 す る 事 務 で あ っ て 主 務
省令で定めるもの

百 三 独 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 金 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
立 行 政 法 基 金 法 に よ る 農 業 者 年 金 関 係情 報で あっ て主 務省令
人 農 業 者 事 業 の 給 付 の 支 給 若 し く で定めるもの
年金基金 は 保 険 料 そ の 他 徴 収 金 の

徴 収 又 は 同 法 附 則 第 ６ 条 厚 生 労 働 大 臣 若 し 年 金給 付関 係情 報又 は厚生
第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ くは日本年金機構、年 金保 険制 度及 び農 林漁業
り 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 共 済 組 合 等 又 は 農 団 体職 員共 済組 合制 度の統
金 基 金 が 行 う も の と さ れ 林 漁 業 団 体 職 員 共 合 を図 るた めの 農林 漁業団
た 平 成 １ ３ 年 法 律 第 ３ ９ 済組合 体 職員 共済 組合 法等 を廃止
号 に よ る 改 正 前 の 農 業 者 す る等 の法 律に よる 年金で
年 金 基 金 法 若 し く は 平 成 あ る給 付の 支給 に関 する情
２ 年 法 律 第 ２ １ 号 に よ る 報 であ って 主務 省令 で定め
改 正 前 の 農 業 者 年 金 基 金 るもの
法 に よ る 給 付 の 支 給 に 関
す る 事 務 で あ っ て 主 務 省
令で定めるもの

百 四 独 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
立 行 政 法 ツ 振 興 セ ン タ ー 法 に よ る 主務省令で定めるもの
人 日 本 ス 災 害 共 済 給 付 の 支 給 に 関
ポ ー ツ 振 す る 事 務 で あ っ て 主 務 省
興 セ ン タ 令で定めるもの
ー
百 五 独 独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主
立 行 政 法 機 器 総 合 機 構 法 に よ る 副 務省令で定めるもの
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人 医 薬 品 作 用 救 済 給 付 又 は 感 染 救
医 療 機 器 済 給 付 の 支 給 に 関 す る 事
総合機構 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定

めるもの
百 六 独 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 医 療 保 険 者 そ の 他 医 療保 険各 法そ の他 の法令
立 行 政 法 援 機 構 法 に よ る 学 資 の 貸 の 法 令 に よ る 医 療 に よる 医療 に関 する 給付の
人 日 本 学 与 及 び 支 給 に 関 す る 事 務 に 関 す る 給 付 の 支 支 給に 関す る情 報で あって
生 支 援 機 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め 給 を 行 う こ と と さ 主務省令で定めるもの
構 るもの れている者

都道府県知事 障 害者 関係 情報 であ って主
務省令で定めるもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報で あって
主務省令で定めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

国 民 年 金 法 そ の 他 国 民年 金法 その 他の 法令に
の 法 令 に よ る 年 金 よ る年 金で ある 給付 の支給
で あ る 給 付 の 支 給 に 関す る情 報で あっ て主務
を 行 う こ と と さ れ 省令で定めるもの
ている者
厚生労働大臣 失 業等 給付 関係 情報 であっ

て主務省令で定めるもの
百 七 厚 特 定 障 害 者 に 対 す る 特 別 全国健康保険協会 船 員保 険法 によ る保 険給付
生 労 働 大 障 害 給 付 金 の 支 給 に 関 す の 支給 に関 する 情報 であっ
臣 る 法 律 に よ る 特 別 障 害 給 て主務省令で定めるもの

付 金 の 支 給 に 関 す る 事 務 厚生労働大臣 労 働者 災害 補償 関係 情報又
で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め は 戦傷 病者 戦没 者遺 族等援
るもの 護 法に よる 年金 であ る給付

の 支給 に関 する 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
務省令で定めるもの

共済組合等 年 金給 付関 係情 報で あって
主務省令で定めるもの

地 方 公 務 員 災 害 補 地 方公 務員 災害 補償 関係情
償基金 報 であ って 主務 省令 で定め

るもの
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百 八 都 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 市町村長 児 童福 祉法 によ る障 害児通
道 府 県 知 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す 所 支援 に関 する 情報 、地方
事 又 は 市 る た め の 法 律 に よ る 自 立 税 関係 情報 、住 民票 関係情
町村長 支 援 給 付 の 支 給 又 は 地 域 報 、介 護保 険給 付等 関係情

生 活 支 援 事 業 の 実 施 に 関 報 又は 障害 者自 立支 援給付
す る 事 務 で あ っ て 主 務 省 関 係情 報で あっ て主 務省令
令で定めるもの で定めるもの

都道府県知事 児 童福 祉法 によ る障 害児入
所 支援 に関 する 情報 又は障
害 者関 係情 報で あっ て主務
省令で定めるもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
残 留邦 人等 支援 給付 等関係
情 報で あっ て主 務省 令で定
めるもの

厚 生 労 働 大 臣 又 は 国 民年 金法 によ る障 害基礎
日本年金機構 年 金の 支給 に関 する 情報で

あ って 主務 省令 で定 めるも
の

百 九 都 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 障 害 者 の 日 常 生 活 障 害者 の日 常生 活及 び社会
道 府 県 知 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す 及 び 社 会 生 活 を 総 生 活を 総合 的に 支援 するた
事 又 は 市 る た め の 法 律 に よ る 自 立 合 的 に 支 援 す る た め の法 律第 ７条 に規 定する
町村長 支 援 給 付 の 支 給 に 関 す る め の 法 律 第 ７ 条 に 他 の法 令に より 行わ れる給

事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 規 定 す る 他 の 法 令 付 の支 給に 関す る情 報であ
定めるもの に よ り 行 わ れ る 給 って主務省令で定めるもの

付 の 支 給 を 行 う こ
ととされている者

百 十 都 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 国 民 年 金 法 そ の 他 国 民年 金法 その 他の 法令に
道 府 県 知 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す の 法 令 に よ る 給 付 よ る給 付の 支給 に関 する情
事 又 は 市 る た め の 法 律 に よ る 自 立 の 支 給 を 行 う こ と 報 であ って 主務 省令 で定め
町村長 支 援 医 療 費 、 療 養 介 護 医 とされている者 るもの

療 費 又 は 基 準 該 当 療 養 介
護 医 療 費 の 支 給 に 関 す る
事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で
定めるもの

百 十 一 厚 生 年 金 保 険 の 保 険 給 付 市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 及 び 国 民 年 金 の 給 付 に 係 務省令で定めるもの
大臣 る 時 効 の 特 例 等 に 関 す る
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法 律 に よ る 保 険 給 付 又 は
給 付 の 支 給 に 関 す る 事 務
で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め
るもの

百 十 二 厚 生 年 金 保 険 の 保 険 給 付 市町村長 住 民票 関係 情報 であ って主
厚 生 労 働 及 び 国 民 年 金 の 給 付 の 支 務省令で定めるもの
大臣 払 の 遅 延 に 係 る 加 算 金 の

支 給 に 関 す る 法 律 に よ る
保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金
又 は 給 付 遅 延 特 別 加 算 金
の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ
っ て 主 務 省 令 で 定 め る も
の

百 十 三 高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
文 部 科 学 給 に 関 す る 法 律 に よ る 就 学 関 係情 報で あっ て主 務省令
大 臣 、 都 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 事 務 で定めるもの
道 府 県 知 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る 文 部 科 学 大 臣 、 都 高 等学 校等 就学 支援 金の支
事 又 は 都 もの 道 府 県 知 事 又 は 都 給 に関 する 法律 によ る就学
道 府 県 教 道府県教育委員会 支 援金 の支 給に 関す る情報
育委員会 で あっ て主 務省 令で 定める

もの
百 十 四 職 業 訓 練 の 実 施 等 に よ る 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票
厚 生 労 働 特 定 求 職 者 の 就 職 の 支 援 関 係情 報で あっ て主 務省令
大臣 に 関 す る 法 律 に よ る 職 業 で定めるもの

訓 練 受 講 給 付 金 の 支 給 に 国 民 年 金 法 そ の 他 国 民年 金法 その 他の 法令に
関 す る 事 務 で あ っ て 主 務 の 法 令 に よ る 年 金 よ る年 金で ある 給付 の支給
省令で定めるもの で あ る 給 付 の 支 給 に 関す る情 報で あっ て主務

を 行 う こ と と さ れ 省令で定めるもの
ている者

百 十 五 平 成 ２ ３ 年 法 律 第 ５ ６ 号 市町村長 地 方税 関係 情報 であ って主
平 成 ２ ３ に よ る 年 金 で あ る 給 付 の 務省令で定めるもの
年 法 律 第 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ
５ ６ 号 附 て主務省令で定めるもの
則 第 ２ ３
条 第 １ 項
第 ３ 号 に
規 定 す る
存 続 共 済
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会
百 十 六 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 に 市町村長 児 童福 祉法 によ る障 害児通
市町村長 よ る 子 ど も の た め の 教 育 所 支援 に関 する 情報 、地方

・ 保 育 給 付 の 支 給 又 は 地 税 関係 情報 、住 民票 関係情
域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 報 又は 障害 者自 立支 援給付
業 の 実 施 に 関 す る 事 務 で 関 係情 報で あっ て主 務省令
あ っ て 主 務 省 令 で 定 め る で定めるもの
もの 都道府県知事 児 童福 祉法 によ る障 害児入

所 支援 若し くは 措置 （同法
第 ２７ 条第 １項 第３ 号の措
置 を い う 。） に 関 す る 情 報
又 は障 害者 関係 情報 であっ
て主務省令で定めるもの

都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報、 児童扶
養 手当 関係 情報 又は 中国残
留 邦人 等支 援給 付等 関係情
報 であ って 主務 省令 で定め
るもの

厚 生 労 働 大 臣 又 は 国 民年 金法 によ る障 害基礎
日本年金機構 年 金の 支給 に関 する 情報で

あ って 主務 省令 で定 めるも
の

厚 生 労 働 大 臣 又 は 特 別児 童扶 養手 当関 係情報
都道府県知事 で あっ て主 務省 令で 定める

もの
百 十 七 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ６ ３ 号 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
平 成 ２ ５ 附 則 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 日本年金機構 主務省令で定めるもの
年 法 律 第 に よ り な お そ の 効 力 を 有
６ ３ 号 附 す る も の と さ れ た 平 成 ２
則 第 ３ 条 ５ 年 法 律 第 ６ ３ 号 第 １ 条
第 １ １ 号 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 厚
に 規 定 す 生 年 金 保 険 法 に よ る 年 金
る 存 続 厚 で あ る 給 付 又 は 一 時 金 の
生 年 金 基 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ
金 て主務省令で定めるもの
百 十 八 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ６ ３ 号 厚 生 労 働 大 臣 又 は 年 金給 付関 係情 報で あって
平 成 ２ ５ に よ る 年 金 で あ る 給 付 又 日本年金機構 主務省令で定めるもの
年 法 律 第 は 一 時 金 の 支 給 に 関 す る
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６ ３ 号 附 事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で
則 第 ３ 条 定めるもの
第 １ ３ 号
に 規 定 す
る 存 続 連
合 会 又 は
企 業 年 金
連合会
百 十 九 難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 都道府県知事等 生 活保 護関 係情 報又 は中国
都 道 府 県 等 に 関 す る 法 律 に よ る 特 残 留邦 人等 支援 給付 等関係
知事 定 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 情 報で あっ て主 務省 令で定

事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で めるもの
定めるもの 市町村長 地 方税 関係 情報 又は 住民票

関 係情 報で あっ て主 務省令
で定めるもの

国 民 年 金 法 そ の 他 国 民年 金法 その 他の 法令に
の 法 令 に よ る 給 付 よ る給 付の 支給 に関 する情
の 支 給 を 行 う こ と 報 であ って 主務 省令 で定め
とされている者 るもの
難 病 の 患 者 に 対 す 難 病の 患者 に対 する 医療等
る 医 療 等 に 関 す る に 関す る法 律第 １２ 条に規
法 律 第 １ ２ 条 に 規 定 する 他の 法令 によ る給付
定 す る 他 の 法 令 に の 支給 に関 する 情報 であっ
よ る 給 付 の 支 給 を て主務省令で定めるもの
行 う こ と と さ れ て
いる者
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この PDF フ ァイルは「インターネット六法 .com」で掲載中の法令をそのまま PDF 化したものです。

誤 字 脱 字 や 条 文 が 抜 け て い る 等 間 違 っ た 箇 所 を 発 見 し た 場 合 は 、 お 手 数 で す が 「 お 問 い 合 わ せ

（ https://xn--eckucmux0ukcy120betvc.com/pages/contact/）」よりお教えください。よろしくお願いします。

インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。

これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
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